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１　はじめに 

 

（１）趣旨 

本計画は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和 3(2021)年法律第 19 号。以

下「過疎法」という。）第 8 条の規定に基づき、三原市過疎地域の持続的発展を図る施策を定める

ものです。 

 

（２）対象地域 

本計画の対象地域は、過疎法第 3 条第 1 項の規定により、過疎地域とみなされる久井町及び大

和町の区域です。 
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２　基本的な事項 

 

（１）三原市の概況 

ア　自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

(ア)　自然的条件 

○　本市は、広島県中央東部の福山市を中心とした備後圏域の西端、広島市を中心とした広域都

市圏の東端に位置し、県内 2大都市圏のいずれにも属して 2つをつなぐ位置にあります。 

○　面積は 471 ㎢で、広島県の 5.6％を占めています。また、中国・四国地方のほぼ中心にあり、

県内外の各地域と連絡する上で恵まれた地理的条件を有しています。 

○　地形は、大峰山系によって区分される南部の三原・本郷地域と北部の久井・大和地域とでは様

相が異なっており、南部には、沼田川流域の平野に加えて、瀬戸内海と山地に挟まれた帯状の平

野が広がり、北部には、世羅台地の一部をなす丘陵状の平地が広がっています。 

○　気候は、温暖・多照寡雨といった瀬戸内式気候区に属し、総じて暮らしやすい気候にありま

す。年平均気温は南部で 15～16℃、北部で 12～13℃、年間降水量は南部で約 1,200 ㎜、北部で

1,300 ㎜となっています。 

 

(イ)　歴史的条件 

○　本市は、古くから近畿と九州を結ぶ交通の要衝として発展するとともに、平安時代には、本郷

地域では楽音寺、久井地域では杭の牛市など、今に残る歴史資源が創設されました。 

　○　鎌倉時代から戦国時代にかけては、小早川氏が台頭し、小早川氏ゆかりの佛通寺、棲眞寺が創

建されたほか、椋梨（堀）城・高山城・新高山城や「浮城」の異名を持つ三原城が築城されまし

た。江戸時代には、広島藩の領地となり、三原地域が城下町として繁栄したほか、新田開発や技

術向上により農業が発達しました。明治時代以降は、繊維・機械産業等の大手企業の工場立地に

より三原地域が近代工業都市として発展したほか、本郷・久井・大和地域は米作地域としての役

割を果たしてきました。 

　○　平成 17(2005)年 3 月、1 市 3 町が新設合併し、三原市は、様々な歴史、多くの地域資源を持

つまちとして誕生しました。 

 

(ウ)　社会的条件 

○　本市は、古くから海上・陸上交通の要衝として発展し、広島空港、ＪＲ山陽新幹線や山陽自動

車道といった高速交通ネットワークに恵まれており、中国・四国地方における陸・海・空の交通

拠点としての役割を果たしています。 

○　このため、国際交通から地域交通までの陸・海・空の交通結節拠点性を活かした地域づくりを

積極的に推進するとともに、引き続き主要な幹線道路の整備を進め、住民ニーズに対応した地

域公共交通体系を構築する必要があります。 

 

(エ)　経済的条件 

　○　本市の従業者・付加価値の構成比は、全国や県に比べ、製造業、医療・福祉、農林漁業の割合

が高くなっています。特に、製造業の付加価値構成比は、全国の約 1.9 倍となっています。 

　○　一方、卸売業・小売業の従業者・付加価値の構成比は、全国や県よりも低くなっており、付加
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価値では、全国・県の約 7 割となっています。 

 

■事業従事者数の産業別構成■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「令和３年経済センサス－活動調査」経済産業省 

 

■純付加価値の産業別構成■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「令和３年経済センサス－活動調査」経済産業省 

 

イ　過疎の状況など 

(ア)　過疎の状況 

○　久井地域・大和地域においては、平成2(1990)年頃まで14,000人台の人口で推移していまし

たが、令和2(2020)年には9,070人まで減少しています。 

○　また、道路、上下水道、教育環境の整備など、様々な施策を行ってきましたが、過疎、高齢

化は一層深刻化しています。 

 

(イ)　これまでの対策、現在の課題、今後の見通しなど 
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○　これまで、対象地域において、道路・上下水道などの生活関連基盤を始めとしたハード事業や

地域の実情に沿ったソフト事業に取り組んできました。 

○　しかしながら、人口減少と高齢化が急速に進む中で、地域運営の担い手不足、基幹産業の低

迷、医療施設の不足、生活交通の利便性の低下などが深刻化しています。 

○　今後、本市における都市部と山間部が互いに補完し合う自立的な生活圏の形成を図りながら、

更なる計画的かつ効果的な過疎対策を推進する必要があります。 

 

ウ　社会経済的発展の方向 

　　○　人口減少などに伴う国内市場の縮小が見込まれる一方、労働力人口の減少による人員不足を

補うため、外国人労働者の雇用が増加するなど、国内と海外の関わりが一層強くなることが予

測されます。 

　　○　また、ＩoＴやロボット、ＡＩなどの新たな技術を産業や社会生活に取り入れ、経済発展と社

会課題の解決を両立していく取組を進めていくことが求められています。 

　　○　経済や社会を取り巻く環境は日々複雑化・高度化しているため、行政と地域の企業・団体など

が連携を図ることにより、急速なグローバル化や技術革新に対応した取組が求められています。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

ア　人口 

(三原市全体の動向) 

○　本市の人口は、昭和 60(1985)年の 111,108 人をピークに減少に転じ、令和 2(2020)年には

90,573 人にまで減少しています。 

○　人口が減少に転じる中、高齢者人口(65 歳以上)は増加を続けており、高齢者比率は昭和

60(1985)年には 13.7％であったものが、令和 2(2020)年には 35.5％にまで増大しています。 

○　一方、年少人口(0～14 歳)及び生産年齢人口(15～65 歳未満)は減少しており、若年者比率は

昭和 60(1985)年の 16.2％から令和 2(2020)年には 11.7％に低下しています。 

 

表 1－1（1）人口の推移（国勢調査）【三原市全体】 

（注）表の各総数には、年齢が「不詳」の人数も含む 

 

区分

昭和 55 
(1980)年

平成 2(1990)年 平成 17(2005)年 平成 27(2015)年 令和 2(2020)年

 実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

 
総数

人 

109,236

人 

110,524

％ 

1.2

人 

104,196

％ 

-5.7

人 

96,194

％ 

-7.7

人 

90,573

％ 

-5.8

 0 歳～14 歳 24,672 20,185 -18.2 13,594 -32.7 11,706 -13.9 10,438 -10.8

 15 歳～64 歳 71,617 72,225 0.8 63,803 -11.7 52,624 -17.5 47,477 -10.0

 うち 15 歳～29 歳(a) 19,206 18,339 -4.5 15,423 -15.9 11,869 -23.0 10,637 -10.4

 65 歳以上(b) 12,945 18,111 39.9 26,714 47.5 31,313 17.2 32,182 2.8

 
(a)/総数 若年者比率

％ 
17.6

％ 
16.6

-
％ 

14.8
-

％ 
12.3

-
％ 

11.7
-

 
(b)/総数 高齢者比率

％ 
11.9

％ 
16.4

-
％ 

25.6
-

％ 
32.6

-
％ 

35.5
-
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表 1－1（2）人口の推移（住民基本台帳） 【三原市全体】 

 

 

(久井地域・大和地域の動向) 

○　久井地域・大和地域の人口は、令和 2(2020)年の国勢調査で 9,070 人となっており、昭和

35(1960)年の 19,396 人と比較すると、10,326 人、53.2％減少しています。また、昭和 35(1960)

年以降の人口推移を 5年ごとの国勢調査人口で比較すると、昭和 35(1960)年から昭和 40(1965)

年までの 5 年間が 13.7％と高い減少率となっています。 

○　年少人口（0～14 歳）は、昭和 35(1960)年の 6,060 人から令和 2(2020)年には 827 人にまで減

少し、86.4％と非常に高い減少率となっています。 

○　また、高齢者人口（65 歳以上）は、昭和 35(1960)年の 1,848 人から、令和 2(2020)年には 4,140

人と約 2.2 倍となっており、高齢者比率も 9.5％から 45.6％と高齢化が進行しています。 

○　久井地域・大和地域の人口の減少率は、三原市全体と比較して高い数値で推移しており、特

に、生産年齢人口（15～65 歳未満）の減少率は高い数値となっています。  

 

 

 
区分

平成 12(2000)年 3 月 31 日 平成 17(2005)年 3 月 31 日 平成 22(2010)年 3 月 31 日

 実数 構成比 実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率

 
総数

人 

107,199
―

人 

104,434
―

％ 

-2.6

人 

101,144
―

％ 

-3.1

 男 51,165 47.7％ 49,905 47.8％ -2.5 48,401 47.9％ -3.0

 女 56,034 52.3％ 54,529 52.2％ -2.7 52,743 52.1％ -3.2

 
区分

平成 27(2015)年 3 月 31 日 令和 2(2020)年 3 月 31 日

 実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率

 総数 

（外国人住民除く）

人 

96,704
-

％ 

-4.4

人 

90,312
-

％ 

-6.6

 男 

（外国人住民除く）
46,154 47.7％ -4.6 43,304 47.9％ -6.2

 女 

（外国人住民除く）
50,550 52.3％ -4.2 47,008 52.1％ -7.0

 
参
考

男（外国人住民） 797 - - 1,295 - 62.5

 女（外国人住民） 789 - - 1,062 - 34.6
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表 1－1（3）人口の推移（国勢調査）【久井地域・大和地域分】 

（注）表の各総数には、年齢が「不詳」の人数も含む 

 

表 1－1（4）人口の推移（住民基本台帳） 【久井地域・大和地域分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分

昭和 55 

(1980)年
平成 2(1990)年 平成 17(2005)年 平成 27(2015)年 令和 2(2020)年

 実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

 
総数

人 

14,925

人 

14,136

％ 

-5.3

人 

12,326

％ 

-12.8

人 

10,248

％ 

-16.9

人 

9,070

％ 

-11.5

 0 歳～14 歳 2,760 2,388 -13.5 1,433 -40.0 1,014 -29.2 827 -18.4

 15 歳～64 歳 9,450 8,373 -11.4 6,662 -20.4 4,940 -25.8 4,094 -17.1

 うち 15 歳～29 歳(a) 2,337 1,900 -18.7 1,610 -15.3 1,124 -30.1 887 -21.1

 65 歳以上(b) 2,714 3,372 24.2 4,231 25.5 4,276 1.0 4,140 -3.2

 
(a)/総数 若年者比率

％ 
15.7

％ 
13.4

-
％ 

13.1
-

％ 
11.0

-
％ 

9.8
-

 
(b)/総数 高齢者比率

％ 
18.2

％ 
23.9

-
％ 

34.3
-

％ 
41.7

-
％ 

45.6
-

 
区分

平成 12(2000)年 3 月 31 日 平成 17(2005)年 3 月 31 日 平成 22(2010)年 3 月 31 日

 実数 構成比 実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率

 
総数

人 

13,504
―

人 

12,723
―

％ 

-5.8

人 

11,674
―

％ 

-8.2

 男 6,464 47.9％ 6,084 47.8％ -5.9 5,558 47.6％ -8.6

 女 7,040 52.1％ 6,639 52.2％ -5.7 6,116 52.4％ -7.8

 
区分

平成 27(2015)年 3 月 31 日 令和 2(2020)年 3 月 31 日

 実数 構成比 増減数 実数 構成比 増減数

 
総数

人 

10,842
―

％ 

-7.1

人 

9,389
―

％ 

-13.4

 男 5,110 47.1％ -8.1 4,421 47.1％ -13.5

 女 5,732 52.9％ -6.3 4,968 52.9％ -13.3
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表 1－1(5)　人口の見通し 

【年齢 3区分別人口の推移】　 

 

■総人口及び年齢３区分人口の推移■ 

 

出典：（S35 年～R2 年）…「国勢調査（各年 10 月 1日）」総務省 
（R7 年～R32 年）…「日本の地域別将来推計人口（令和 5年推計）」国立社会保障・人口問題研究所 
（R37 年～R52 年）…「内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局提供ワークシート 

（令和 6年 6月版）」 
 
 
 

■年齢３区分人口の推移（久井地域）■ 

　 

 
 
出典：（S35 年～R2 年）…「国勢調査（各年 10 月 1日）」総務省 

（R7 年～R32 年）…「日本の地域別将来推計人口（令和 5年推計）」国立社会保障・人口問題研究所 
（R37 年～R52 年）…「内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局提供ワークシート 

（令和 6年 6月版）」 
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■年齢３区分人口の推移（大和地域）■ 

 
出典：（S35 年～R2 年）…「国勢調査（各年 10 月 1日）」総務省 

（R7 年～R32 年）…「日本の地域別将来推計人口（令和 5年推計）」国立社会保障・人口問題研究所 

（R37 年～R52 年）…「内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局提供ワークシート 

（令和 6年 6月版）」 

 

イ　産業 

(三原市全体の動向) 

○　本市の就業者数は、平成 7(1995)年の 54,818 人以降、減少しています。 

○　令和 2(2020)年の産業別人口割合をみると、第三次産業が 63.9％と最も高く、次いで第二次

産業 30.7％、第一次産業 5.4％の順になっており、第一次・二次産業とも減少傾向です。 

 

(久井地域・大和地域の動向) 

○　久井地域・大和地域においては、昭和 35(1960)年から令和 2(2020)年までの 60 年間で、就業

人口総数が 58.1％減少しています。 

○　特に、本地域の基幹産業である農業を中心とする第一次産業の就業人口は、昭和 35(1960)年

は 79.0％を占めていましたが、令和 2(2020)年には 25.5％にまで減少しています。 

○　逆に、第三次産業の割合は、昭和 60(1985)年以降、第一次産業を上回っています。 

 

表 1－1（6）産業別人口の動向（国勢調査） 【三原市全体】 

（注）表の各総数には、「分類不能の産業」などの人数も含む 

 

 

区分

昭和

55(1980)年
平成 2(1990)年 平成 17(2005)年 平成 27(2015)年 令和 2(2020)年

 実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

 
総数

人 

54,401

人 

54,538

％ 

0.3

人 

50,447

％ 

-7.5

人 

44,109

％ 

-12.6

人 
42,353

％ 
-4.0

 第一次産業 
就業人口比率

％ 
13.5

％ 
9.9

-
％ 

8.3
-

％ 
5.5

-
％ 

5.4 -

 第二次産業 
就業人口比率

％ 
38.8

％ 
38.0

-
％ 

32.6
-

％ 
31.0

-
％ 

30.7 -

 第三次産業 
就業人口比率

％ 
47.7

％ 
51.9

-
％ 

58.7
-

％ 
63.5

-
％ 

63.9 -
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表 1－1（7）産業別人口の動向（国勢調査） 【久井地域・大和地域分】 

（注）表の各総数には、「分類不能の産業」などの人数も含む 

 

（３）行財政の状況 

ア　行政 

○　本市では、これまで計画的・効率的な行政運営に努めてきましたが、行政サービスに対する住

民ニーズが多様化・複雑化してきています。 

○　本計画の実現性を確保するためには、住民ニーズを的確に把握し、適切な事務事業の推進に

努めるとともに、成果を重視した行財政運営が必要です。 

 

イ　財政 

　○　歳入については、生産年齢人口の減少や土地価格の下落等により、市税収入の大幅な増加は

見込めません。歳出においても、エネルギー価格や物価の高騰、人手不足による人件費の上昇、

社会保障費の増加が当面続くことにより、財政状況は一層厳しさを増すことが見込まれる中、三

原市長期総合計画の実現に向けて、健全な財政の維持に努めています。 

○　今後も、事業の重要度・優先度を勘案し、効率的な財源配分を行うとともに、三原市公共施設

等総合管理計画を推進し、未利用施設の効率的な売却を進め、自主財源を確保することが重要で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分

昭和

55(1980)年
平成 2(1990)年 平成 17(2005)年 平成 27(2015)年 令和 2(2020)年

 実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

 
総数

人 

8,650

人 

7,857

％ 

-9.2

人 

6,654

％ 

-15.3

人 

4,978

％ 

-25.2

人 
4,657

％ 

-6.4

 第一次産業 
就業人口比率

％ 
36.8

％ 
27.8

-
％ 

27.2
-

％ 
23.3

-
％ 

25.5
－

 第二次産業 
就業人口比率

％ 
30.7

％ 
34.5 -

％ 
41.0 -

％ 
23.0 -

％ 
22.7 －

 第三次産業 
就業人口比率

％ 
32.4

％ 
37.7

-
％ 

31.5
-

％ 
53.7

-
％ 

51.8
－
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表 1－2（1）行財政の状況 （普通会計決算状況）　　　　　　　　　　　  　（単位：千円） 

 

ウ　主要公共施設などの整備状況 

○　これまでの過疎対策事業により、地域住民の生活や経済活動を支える道路整備や農業基盤、

上下水道などのインフラ整備を推進し、一定の成果が挙がっています。 

○　しかしながら、過疎地域における整備率からみると、更なる生活基盤の整備が必要とされ、よ

り一層の過疎対策が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 
区　　　　　分

平成 22(2010) 

年度

平成 27(2015) 

年度

令和 2(2020) 

年度

 歳入総額　Ａ 49,865,354 47,737,568 66,728,235

 地方税 15,173,436 13,590,764 13,376,070

 国庫支出金 5,895,929 7,074,129 18,987,177

 都道府県支出金 3,085,695 2,857,339 4,380,554

 地方債 8,435,356 5,997,868 8,535,599

 うち過疎債 110,900 594,400 298,600

 その他 17,274,938 18,217,468 21,448,835

 歳出総額　Ｂ 48,976,368 46,488,333 63,939,128

 義務的経費 23,286,881 23,162,367 24,259,453

 投資的経費 8,038,005 7,795,721 10,971,358

 うち普通建設事業 7,612,387 7,745,129 7,693,564

 その他 17,651,482 15,530,245 28,708,317

 過疎対策事業費 

（起債対象）
143,690 669,590 1,514,918

 歳入歳出差引額Ｃ 

（Ａ－Ｂ）
888,986 1,249,235 2,789,107

 
翌年度へ繰越すべき財源　Ｄ 312,448 351,976 2,677,058

 実質収支Ｅ（Ｃ－Ｄ） 576,538 897,259 112,049

 財政力指数 0.66 0.60 0.56

 公債費負担比率 23.6％ 21.9％ 21.3％

 実質公債費比率 10.7％ 8.6％ 6.9％

 経常収支比率 89.2％ 91.8％ 95.2％

 将来負担比率 107.0％ 48.7％ 42.1％

 地方債現在高 65,186,541 60,544,811 68,236,881
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表 1－2（2）主要公共施設などの整備状況  【三原市全体】 

 

表 1－2（3）主要公共施設などの整備状況 【久井地域・大和地域分】 

 

（４）地域の持続的発展の基本方針 

　　○　過疎対策は、医療、生活・福祉、産業・雇用、教育など、幅広分野にわたる総合対策であり、

相互に関連した実効性のある施策を適切に講じていくことが求められています。 

　　○　地域の持続的発展を図る施策の実施に当たっては、三原市長期総合計画を始めとする各分野

別計画との整合を図り、総合的な視点に立って、計画的に進めることとします。 

 

区　　　　分
昭和 55 

(1980)年度末

平成 2 

(1990)年度末

平成 12 

(2000)年度末

平成 22 

(2010)年度末

令和 2 

(2020)年度末

 市町村道 

（％）

改良率 23.4 29.3 46.2 55.4 57.2

 舗装率 54.4 71.5 85.3 89.0 89.3

 農道 

（m）

延長 171,709 171,709 228,393 333,275 337,038

 耕地 1ha 当たり 

農道延長

106.2 85.3 74.1 99.1 76.8

 林道 

（m）

延長 89,000 102,000 123,800 124,922 114,513

 林野 1ha 当たり 

林道延長

7.2 6.2 6.4 9.8 3.4

 水道普及率（％） 85.6 87.3 98.9 86.7 90.0

 水洗化率（％） - - 52.7 74.5 81.4

 人口千人当たり病院、 

診療所の病床数（床）
0.4 0.4 25.4 24.9 23.1

 

区　　　　分
昭和 55 

(1980)年度末

平成 2 

(1990)年度末

平成 12 

(2000)年度末

平成 22 

(2010)年度末

令和 2 

(2020)年度末

 
市町村道 

（％）

改良率 31.8 32.6 44.6 52.6 54.6

 舗装率 26.5 71.0 87.2 87.4 87.8

 農道 

（m）

延長 50,300 50,300 94,964 137,025 167,524

 耕地 1ha 当たり農

道延長

169.3 116.5 100.1 70.9 74.8

 林道 

（m）

延長 42,000 48,300 56,200 59,044 56,231

 林野 1ha 当たり林

道延長

7.6 8.1 8.0 8.5 4.6

 水道普及率（％） 15.5 14.9 18.6 13.2 15.0

 水洗化率（％） - - 46.8 69.8 73.4

 人口千人当たり病院、 

診療所の病床数（床）
3.1 3.3 9.9 15.5 0.0
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○　「三原市長期総合計画　基本構想」において、本市のめざすべきまちの姿を次のように掲げて

います。 

「ともに支え合い、ともに認め合えるまち」 

「三原で生まれ、育ち、学んで良かったと思えるまち」 

「社会に調和し、安全・安心・快適に暮らせるまち」 

「多彩な産業が活力を生むまち」 

「『三原らしさ』を存分に活かし、人々が交流するまち」 

また、めざすべきまちの姿の実現に向けて、キャッチフレーズとして『すごいぞ三原!!～幸せ

のまちづくり大作戦～』を設定しています。 

○　このめざすべきまちの姿の実現と久井地域・大和地域における持続可能な地域社会の形成及

び地域資源などを活用した地域活力の更なる向上を図るため、各分野別に重点的な取組を展開

します。 

 

（５）地域の持続的発展の基本目標 

ア　人口に関する目標 

　（注）目標値は、三原市人口ビジョン（令和 7年 4月改定）の「人口の将来展望」の「減少傾向を抑制」を 
　　　　踏まえて記載 

 

イ　財政力に関する目標 

　（注）1　目標値は、三原市財政運営方針（令和 7年 3月策定）の「財政健全化の目標」 を踏まえて記載 

　　　　2　現状値及び目標値は、市全体の数値 

 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

計画の達成状況については、計画期間の終了時などにあわせて数値を確認し、公表するものと

します。 

 

（７）計画期間 

令和 8(2026)年 4 月 1日から令和 13(2031)年 3 月 31 日までの 5か年間 

 

 項目 現状値 目標値

 
建設地方債残高 346.8 億円（令和 6 年度） 400 億円以下（令和 11 年度）

 
実質公債費比率 8.7％（令和 6 年度） 8.0％以下（令和 11 年度）

 
財政調整基金現在高 70.0 億円（令和 6 年度） 50 億円以上（令和 11 年度）

 
経常収支比率 93.7％（令和 6 年度） 95.0％以下（令和 11 年度）

 項目 現状値 目標値

 
久井町・大和町の人口 

（住民基本台帳人口）

8,259 人 

（令和 7(2025)年 3 月 31 日時点）
減少傾向を抑制
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（８）公共施設等総合管理計画との整合 

○　「三原市公共施設等総合管理計画」において、次の 3 つの見直しの視点から、「建物施設」

と「インフラ施設」の全体基本方針を定めており、本計画に記載する公共施設の管理などは、

この基本方針との整合を図りながら進めます。 

　　　　　① 量の見直し（建物総量の適正化） 

　　　　　② 質の見直し（施設の安全性や利便性の向上） 

　　　　　③ コストの見直し（持続可能な財政運営の中での公共施設などのサービス提供） 
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３　移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

 

（１）現況と問題点 

　 （三原市全体における現況と問題点） 

○　人口減少、高齢化が進む中で、若年層や子育て世帯の移住・定住に重点的に取り組み、地域振

興の担い手確保にもつなげていく必要があります。 

○　初めの段階では観光などを通じた認知度向上と交流人口の拡大、次の段階として本市に関心

やつながりを持つなどの関係人口への発展、最終段階として移住、地域の担い手へと、段階に応

じた対策とターゲットごとの対策を展開する必要があります。 

○　移住相談者のワンストップ窓口機能を強化し、関係機関などとの円滑な連携と移住サポート

を行う必要があります。 

○　空き家活用による地域の活性化を図るため、空き家利用者のニーズに応じた多様な空き家の

活用を促進する必要があります。 

 

(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　市内の中でも人口減少、高齢化が特に進む地域であり、地域活力の低下が問題となっており、

より重点的な取組が求められています。 

○　地域の特性や豊かな自然環境を活かした、地域外住民との交流事業なども開催されており、

こうした取組を拡充し、都市との交流を常態化させ、関係人口や将来的な移住へとつなげてい

く必要があります。 

○　地域おこし協力隊員が配置され、地域に入り込んだ様々な活動が取り組まれており、隊員に

よる新たな視点でのアイデアや活動を地域の活性化につなげていく必要があります。 

 

（２）その対策 

 (三原市全体の施策展開方針) 

○　デジタル技術などを活用した三原らしいライフスタイルの情報発信やワンストップでの相談

対応を行うなど、移住・定住希望者とのマッチングや受入体制を構築するとともに、地域や企業

とも連携した受入れを推進します。 

○　移住・定住を後押しする支援のほか、関係人口の創出など、戦略的な移住・定住施策を推進し

ます。 

○　恵まれた交通条件や観光・交流資源を活かし、国内各地域との文化・スポーツ交流や都市農村

交流、行政や各種団体の広域連携の推進など、多様な交流を図っていきます。 

○　活用可能な空き家については、地域における有効な資産として活用できる仕組みづくりを進

めます。 

 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　デジタル技術などを活用し、それぞれの地域が有する魅力を効果的に発信し、まずは地域外

からの興味、関心を高めることに取り組みます。 

○　行政と地域が連携し、移住者の受入体制を整えるとともに、都市と地域のマッチング機会を

図り、関係人口づくりやＵＩＪターンを促進します。 
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○　空き家を地域資源として捉え、空き家バンク制度を活用した利活用を促進します。 

 

　　　【目標】 

 

（３）計画 

事業計画（令和 8 年度～12 年度） 

 項目 現状値 目標値

 
移住相談件数 319 件（令和 6年度） 615 件（令和 12 年度）

 
移住世帯数 60 世帯（令和 6 年度） 83 件（令和 12 年度）

 関係人口施策を通じて、新た

につながりができた人数
101 人（令和 6年度末時点） 100 人（令和 12 年度末）

 持続的発展 

施策区分

事業名 

（施設名）
事業内容

事業 

主体
備考

 １  移住・定住・

地域間交流の促

進、人材育成

(4)過疎地域持

続的発展特別事

業

 　移住・定住 移住定住支援事業 

【事業内容】 

・地方への移住検討者を本市へ誘

引（ワンストップ窓口の強化、移

住パンフレットの作成、移住フェ

アへの出展、移住体験ツアーの実

施、お試し暮らし滞在費補助な

ど） 

【事業の必要性】 

・移住先としての認知度向上 

・移住検討者の受入れ及び地域と

のマッチング支援 

【事業効果】 

・移住検討者の誘引 

 

関係人口創出事業 

【事業内容】 

・地方での活動に関心を持つ都市

部の住民を本市の関係人口へとつ

なぐ 

【事業の必要性】 

・地域づくりの担い手不足の解消 

【事業効果】 

・地域活性化や地域課題の解決 

 

地域おこし協力隊活用事業 

【事業内容】 

・地域おこし協力隊を配置し、地

域おこし活動の促進と任期後の定

住を図る 

【事業の必要性】 

・地域おこし活動人材の確保 

【事業効果】

三原市
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 ・地域外からの視点による新たな魅

力の発掘 

・移住者の獲得 

 

移住定住促進事業 

【事業内容】 

・本市への移住検討者を支援（結婚

新生活支援、移住支援、ファースト

マイホーム応援、就労・移住定住支

援など） 

【事業の必要性】 

・移住判断を後押しするための支援 

【事業効果】 

・移住者の獲得 

 

空き家バンク事業 

【事業内容】 

・空き家を活用した住まいの提　　

供 

【事業の必要性】 

・増加する空き家の資源化・流動化 

【事業効果】 

・定住者の獲得と空き家の解消
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４　産業の振興 

 

（１）現況と問題点 

ア　農業 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　水田農業における米の生産は、長年続いた減反政策等の需給調整と農業従事者の高齢化や人

口減少に伴う労働力不足等の影響で長期的に減少し、また、米価も消費者の食生活の多様化及

び消費人口の減少により低迷が続いていましたが、令和 6(2024)年にコロナ後の需要増加や流通

構造の変化、投機行動等の要因により小売価格は高騰し、それに伴い米価も上昇したことによ

り、水田農業においては、主食用米以外の飼料用米や米粉用米等の新規需要米から主食用米へ

の転換が進んでいます。しかし、今後の国の米政策の動向や消費の動向を注視し、持続可能な水

田農業の継続と収益性の高い農業経営の実現を図るため、地域の特性を踏まえた水田農業の振

興を進めることが必要です。 

○　地域農業の担い手として集落法人の設立を進め、現在では 34 経営体の集落法人が、市内耕地

面積の約 22％の農地を集積し、農業経営を行なっています。これら法人は、設立から 10 年以上

経過したものが 32 経営体おり、構成員の高齢化と労働力不足、農業資材価格の高騰等による経

費の増加が経営継続において大きな課題となっています。 

○　令和 6(2024) 年度に市内を 19 地域に分け、各地域での話し合いを行い、令和 7(2025) 年 3

月に地域計画を策定・公表しています。令和 7(2025)年度からは、農業者や農地所有者の意向と

地域の課題や要望を把握しながら、担い手や概ね 10 年後に目指すべき農地利用の方針を反映し

た「目標地図」の見直しを進め、地域計画の精度を高め、持続可能な農業の推進をすることが必

要です。また、地域内外の農業者や新規就農希望者及び農業参入を検討している企業への農地

あっせんを行うことで、担い手の確保につなげていくことが必要です。 

○　環境と調和のとれた食料システムを確立し、産業の持続的な発展を目指すための「みどりの

食料システム法」が令和 4(2022)年 7 月に施行され、国は農林水産業における環境負荷低減（化

学肥料及び化学農薬の使用低減や農畜連携による土づくり、温室効果ガスの排出量の削減等）

の取組を加速しており、国及び広島県の今後の動向を注視し、生産性及び収益性が見込まれ、持

続可能な農業の実現への取組の検討をしていくことが必要です。 
○　園芸作物については、8 品目を振興作物に指定しています。収益性が高く、市場等のニーズや

地域の特性に適した作物の生産拡大を図るため、農地の維持拡大及び生産者の確保が課題とな

っています。 

○　新規就農者については、広島県及び農業協同組合等の関係機関と連携し、市が指定する研修

農場などでの研修を行うとともに、研修期間中及び研修終了後の農業経営に必要な支援を関係

機関と連携して行うことが課題となっています。 

○　農業者の高齢化、担い手及び労働力不足が深刻化しており、農作業の省力化及び低コスト化

が見込まれる新たな技術の導入と農業生産基盤整備が必要です。 

○　また、鳥獣被害による生産意欲の低下と耕作放棄地の拡大などによる営農、生活環境の悪化

を抑え、農業を通じて創出される多様な機能を維持していくことが重要です。 
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(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　久井地域・大和地域は農業従事者の高齢化や担い手不足が深刻化しており、農家数は昭和

60(1985)年から令和 2(2020)年までの 35 年間で、久井地域は 69.6％、大和地域は 65.0％減少

しています。それに加え、生産コストの増加や農産物価格の低迷による収益性の低下から農地

が遊休化しています。 

○　久井地域・大和地域の特性に合わせた加工用米や新規需要米、麦、大豆や転作作物（園芸作

物）の生産拡大を図り、収益を確保する必要があります。特に、大和地域では、米粉用米の生

産者と製粉事業者及び米粉商品製造事業者が同一地域内に存在することから、米粉用米の作付

面積が拡大し、中国四国地域最大の産地を形成していますが、令和 7(2025)年産では米粉用米

から主食用米への作付転換に伴い、市場及び実需者の需要を賄うだけの生産量を確保すること

が困難な状況となっています。令和 8(2026)年産以降においても生産量の確保の見通しがたた

ない状況にあり、産地の維持が大きな課題となっています。 

○　あわせて、多様な担い手が、生産、加工、販売など様々な形（6 次産業化含む。）で農業に

参画することを促すとともに、安全・安心な農産物などの生産と供給拡大を図り、農業経営体

の経営強化を進めることが重要な課題となっています。 

○　防災工事が必要な防災重点ため池が 22 池あり、対策には膨大な費用及び期間を要するため、

ため池の診断結果を基に、優先順位を決め計画的に防災工事を進める必要があります。 

○　また、鳥獣被害を主因とした収益の減少による生産意欲の低下が課題となっています。特に、

これまで農作物被害の中心であったイノシシ被害に加え、近年シカ被害が増加傾向にあるため、

被害防止対策の強化に向けた取組が必要です。 

 

表　総農家数の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：戸） 

出典：農林業センサス 

 

イ　林業 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　本市の総面積 47,151ha のうち森林面積は 31,982ha で、総面積の 67.8％を占めています。民

有林面積は 28,286ha で、そのうちヒノキ・マツを主体とした人工林面積は 3,541ha です。 

○　林種別構成比をみると、アカマツを主体とする針葉樹天然林が 17,112ha を占め、広葉樹天然

林 7,389ha を加えた天然林面積は 24,501ha で、森林のほとんどを占めています。 

○　ヒノキを主体とする現在の人工林は、戦後しばらくして植栽されたもので、主伐や保育が必

要な林齢を迎えていますが、山林所有者の施業意欲の減退から十分には行われていません。 

○　また、天然アカマツ林は、昭和 50(1975)年代初めから松枯れ被害が顕著となり、市全体に広

がっています。 

 昭和 

60(1985) 

年

平成 

2(1990)

年

平成 

7(1995)

年

平成 

12(2000)

年

平成 

17(2005)

年

平成 

22(2010)

年

平成 

27(2015)

年

令和 

2(2020)

年

 三原市

全体
7,522 6,774 6,063 5,495 4,867 4,196 3,581 2,821

 久井町 1,262 1,168 1,054 977 821 657 463 384

 大和町 1,646 1,510 1,397 1,302 1,130 979 739 577



-  -19 

○　外国産材の輸入による価格競争、木材代替材の普及、木造建築率の低下などにより林業経営

は依然として厳しい環境にあるため、林業に対する意欲の減退から山林の荒廃が著しく、山林

所有者の高齢化とともに山離れの状況にあります。 

○　今後も、人工林の保育・間伐を積極的に実施していくことに加え、環境保全や水源かん養機

能、生態系保全への役割など、森・木が持つ機能を高めることや、自然に接する場の確保を進め

ていくことが必要です。 

 

(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　久井地域の民有林面積は 3,685ha、大和地域の民有林面積は 9,020ha で、ほとんどがアカマツ

を主体とする針葉樹天然林で、用材の生産は減少しています。 

○　林業は、農業、経済の補完的な位置から資産的なものに位置づけられていますが、森林の効用

は木材生産に留まらず、水源かん養、洪水調節など、治山や治水といった多目的公益的な機能を

もっており、これらの機能にも配慮しつつ適正な施業を計画的に実施し、災害に強い森林造成

を進めることが課題です。 

○　また、森林管理に関する重要性を呼びかけていくとともに、林業生産コストの低減を図る林

道網の整備や新たな搬出システムの構築を行い、次代に継承できる森林育成に取り組むことが

求められます。 

 

表　林野別森林面積 

出典：広島県農林水産局「林務関係行政資料」（令和 6(2024)年 10 月） 

 

ウ　水産業 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　本市の海面漁業は、海面漁業協同組合の組合員によるタコ壺漁や刺網漁、一本釣漁などの漁

船漁業を中心に行われています。 

○　藻場礁及び魚礁設置による漁場・増殖場の整備や稚魚放流による漁業資源の維持・増大を図

ってきましたが、海水温上昇や栄養塩類不足等の海洋環境の変化の影響による水産資源の生産

力低下と漁業者の高齢化及び担い手の不足による漁獲量の減少が大きな課題となっています。 

○　本市の内水面漁業は、内水面漁業協同組合の組合員による 2 級河川の沼田川を中心に営まれ

るアユやウナギの採捕と観賞用の鯉の養殖が営まれています。 

 

 

 

 
森林面積（ha）

三原市全体 久井町 大和町

 31,982 3,685 9,020

 

構
成
比
（
％
）

針葉樹人工林 10.1 16.0 13.4

 広葉樹人工林 1.0 1.4 0.1

 針葉樹天然林 53.5 69.7 84.8

 広葉樹天然林 23.1 12.0 1.2

 その他(国有林含) 12.3 0.9 0.5
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(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　久井地域・大和地域では内水面漁業として、鯉の養殖業が営まれており、取引先は日本全国の

みならず、世界へ輸出しています。 

 

表　漁業の状況 

（海面漁業）　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　（単位：ｔ） 

          出典：平成 25(2013)年～平成 29(2017)年は「広島県農林水産統計年報」及び農林水産省「海面漁業 
                生産統計調査」 
　　　　　　　　平成 30(2018)年～令和 6(2024)年は「三原市漁業協同組合の漁獲量集計値」 

　　　　　　（注）表の漁獲量には、統計数値を公表しない数値も含む 

 

（内水面養殖業）　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：経営体） 

　　　　出典：農林水産省「漁業センサス」など 

 

エ　工業 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　本市は、繊維工業や窯業の進出を契機に工業都市として発達し、その後、機械工業や造船業な

どの立地があり、昭和 39(1964)年の備後工業整備特別地域の指定などにより、工業都市として

発展してきました。近年では、三原西部工業団地への先端企業の誘致により、バランスの取れた

産業構造になりつつあります。 

○　2023 年経済構造実態調査では、229 事業所、従業員 8,263 人、製造品出荷額 4,104 億円とな

っています。 

 平成 25 

(2013)年

平成 26 

(2014)年

平成 27 

(2015)年

平成 28 

(2016)年

平成 29 

(2017)年

平成 30 

(2018)年

 漁獲量 118.0 137.0 136.0 141.0 107.0 102.0

 

内　
　

訳

マダコ 57.0 80.0 91.0 75.0 70.1 61.7

 マダイ 7.0 7.0 8.0 12.0 4.0 6.0

 ヒラメ 
カレイ 17.0 17.0 12.0 12.0 7.6 5.0

 サワラ類 5.0 7.0 5.0 8.0 4.0 6.0

 アナゴ類 1.0 2.0 2.0 5.0 1.5 1.7

 令和元 

(2019)年

令和 2 

(2020)年

令和 3 

(2021)年

令和 4 

(2022)年

令和 5 

(2023)年

令和 6 

(2024)年

 漁獲量 91.8 77.8 78.2 39.4 39.4 31.3

 

内　
　

訳

マダコ 58.5 58.9 56.3 16.5 16.6 10.9

 マダイ 7.0 3.1 4.0 5.6 4.5 2.3

 ヒラメ 
カレイ 4.2 2.0 0.6 0.9 0.3 0.4

 サワラ類 3.0 4.3 8.4 7.5 6.3 9.2

 アナゴ類 2.2 1.0 0.2 0.2 0.0 0.0

 平成 15 
(2003)年

平成 20 
(2008)年

平成 25 
(2013)年

平成 30 
(2018)年

令和 5 

(2023)年

 経営体数 4 3 3 2 3
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(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　久井地域・大和地域では、山陽自動車道や広島空港など、恵まれた環境を最大限に活用し、若

者の定住や就業機会の増大、地域経済の活性化を図るため、県営工業団地の造成（久井工業団地

32.4ha、大和工業団地 24.5ha）を行っています。現在、久井工業団地に 8 社、大和工業団地に

6社、市営の大和フライト産業団地（団地面積 13.6ha）に 1 社の計 15 社が立地しています。久

井工業団地、大和工業団地は完売しており、大和フライト産業団地に未造成地がある状況です。 

○　今後、産業のサービス化・ソフト化に対応し、臨空性を活かした新たな企業などの進出用地

の確保など、受入体制を整えるとともに、積極的な誘致活動を進めることが必要です。 

 

表　製造業の動向 

出典：経済構造実態調査 

 

オ　商業 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　本市における卸売販売額は、平成 3(1991)年の 1,830 億円をピークに減少傾向で推移してお

り、令和 3(2021)年は 796 億円となっています。 

○　このうち、久井地域・大和地域の占める割合は小さく、平成 14(2002)年では久井地域 54 億

円、大和地域 5億円となっています。 

○　また、中心市街地では、大規模小売店舗や郊外型の店舗との競合により、消費者の購買エリア

が広域化し、空き店舗が増加するなど、活力が低下しています。 

 

(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　久井地域・大和地域における商店街は、いずれも衰退の状況に歯止めがかからず、商業の住民

所得に占める率も低く、経営の近代化、後継者確保の問題など大きな課題があります。 

○　また、小規模商店の廃業などにより、日常生活において買物に不便を感じている高齢者など

が増加しており、新規出店や既存店舗の存続などの対応が必要となっています。 

○　今後、三原臨空商工会を主体とし地域商業の活性化を図るため、事業の継続と成長を支援す

るとともに、事業活動やイベントの開催など、商業者が更に連携を深め、事業の活性化と後継者

の育成強化に力を注ぐことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

区分

製造品出荷額（億円） 産業別構成比（事業所数）2023 年（％）

 2022 年 2023 年 食料品 印刷・同

関連業

プラスチ

ック製品

窯業・土

石製品

金属製品 生産用機

械器具

電気機械

器具

輸送用機

械器具

 三原市

全体
3,731 4,104 16.16 3.49 5.68 4.80 10.48 10.48 3.06 21.40
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表　卸売販売額の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　（単位：億円） 

　　出典：広島県「商業統計調査結果報告」　 

　　　　　平成 24(2012)、平成 28(2016)年、令和 3(2021)年は「経済センサス活動調査結果報告」 

　 （注）1.市全体の値は、秘匿値を除く。 

　　   　2.W/R 比率＝卸売販売額/小売販売額で、卸売り中心性を示す。 

 

カ　観光  

(三原市全体における現況と問題点) 

○　本市の観光施設は、市内中心部及び佛通寺地区や御調八幡宮地区、広島空港周辺地区、久井地

域の宇根山地区、大和地域の白竜湖周辺地区に集積しており、観光客数は、コロナ禍の影響によ

り落ち込んでいますが、令和 5(2023)年から回復傾向にあり、令和 6(2024)年には 430.5 万人に

達しています。 

○　しかしながら、観光客 1 人当たりの観光消費額をみると、全県水準を下回っており、観光資

源の魅力を高めることにより、観光客の増大を図るとともに、宿泊や観光消費に結びつけ、経済

的な波及効果を生み出していくことが課題です。 

○　このため、観光資源の魅力アップや情報発信、観光商品の開発、地域相互の連携による周遊ネ

ットワークの形成などが求められます。 

 

(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　久井地域の観光としては、高速道路など交通体系の整備による立地条件と恵まれた自然環境

を活かした林間型ゴルフコースや久井岩海～宇根山一帯などがあり、観光客数はやや増加傾向

で推移しています。 

○　一方、久井保健福祉センター・文化センター周辺で開催される「久井！さわやか高原祭り」は、

地域イベントとして定着し、地域の活性化に効果を上げています。 

○　大和地域の観光レクリエーション拠点としては、道の駅よがんす白竜を含む白竜湖親水公園

や白竜湖スポーツ村公園、2 か所のゴルフ場、観光農園などがあり、観光客数は令和 6(2024)年

で 36.2 万人となっています。特に、道の駅よがんす白竜では、本格的な薪窯焼きピッツァなど、

地産地消の創作イタリアンレストランが人気であり、来客者数は、ほぼ横ばいで推移していま

す。 

○　また、観光やレクリエーションを目的とした宿泊施設としては、白竜湖リゾートやＮスタキ

ャンプそらの庭、グランエントランス広島三原などが立地しています。 

 

区分

平成 3 

(1991)

年

平成 6 

(1994)

年

平成 9 

(1997)

年

平成 11 

(1999)

年

平成 14 

(2002)

年

平成 19 

(2007)

年

平成 24 

(2012)

年

平成 28 

(2016)

年

令和 3 

(2021)

年

W/R 

比率

 三原市

全体
1,830 1,580 　1,370 1,723 1,067 1,015 761 728 796 0.964

 久　井　

町
2 1 19 14 54 － － － － －

 大　和　

町
12 13 3 30 5 － － － － －
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○　今後、久井地域・大和地域においては、ふるさと情緒を残す良好な山間レクリエーション地

域として、また、広島空港の立地を活用した近接リゾート、周遊可能なドライブルートとして

認知度の向上を図ることが求められています。 

 

表　観光客数の推移 

(注)1 人当たり観光消費額は令和 6(2024)年分 

 

（２）その対策 

　　○　農林水産業、商工業、その他の産業の振興及び観光の開発については、次のとおり本市の特性

に応じた振興を図り、雇用の増加を図ります。 

　　○　また、産業の振興施策の実施に当たっては、備後圏域連携中枢都市圏や広島広域都市圏を構

成する市町などとの連携を図ります。 

 

ア　農業 

(三原市全体の施策展開方針) 

○　国の米政策や市場及び消費の動向を注視しつつ、地域の特性を踏まえ、用途に応じた特徴あ

る売れる米づくりや、栽培技術の向上、管理の徹底による高品質化を図ることで、生産性及び収

益性を確保し、持続可能な水田農業を推進します。 

○　広島県と連携し、集落法人間連携による人材及び機械の共同活用、農産物の共同販売などの

組織体制強化を基本に、集落法人の経営状況や課題を把握し、解決策の検討及び提案を行い、集

落法人とともに課題解決に向けた取組を推進します。 

○　農地中間管理機構や農業協同組合と連携し、地域計画の地域毎に農業者や農地所有者の意向

や地域の課題や要望を把握しながら、「目標地図」の見直しを進めることで、地域内外の農業者

や新規就農希望者、農業参入企業等の担い手を確保し、持続可能な農業を推進します。 

○　環境との調和と生産性及び収益性の向上の両立による持続可能な農業経営を実現するため、

環境負荷低減などの取組を市民の理解と共感を得ながら推進します。 

○　市場などのニーズを把握し、振興作物 8 品目（内 6 品目が重点振興作物）と収益性の高い品

目の適地適作による生産性の確保を図ります。また、経営の発展が見込まれる生産者への必要

な農業生産基盤整備への支援を行うことで、農地の維持拡大と新規就農者や認定農業者の確

保・育成に努めます。 

○　市が指定する研修農場などで研修を行う新規就農研修生への支援と研修終了後の農業経営に

必要な支援を広島県及び農業協同組合などと連携して推進することで、担い手の確保に努めま

す。 

○　農作業における省力化及び低コスト化等に向けた新たな技術導入による生産性向上を図るた

 

区分

観光客数（万人） 1人当たり

観光消費額

（円）

 令和元

(2019)年

令和 2 

(2020)年

令和 3 

(2021)年

令和 4 

(2022)年

令和 5 

(2023)年

令和 6 

(2024)年

 三原市

全体
416.2 271.5 2721 284.9 367.8 430.5 2,469

 久井町 12.0 9.9 9.7 10.8 12.2 11.1 5,591

 大和町 39.7 34.1 34.9 32.1 36.9 36.2 2,773
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め、実用性や費用対効果等を検証し、効果的な技術導入及び普及と農業生産基盤の整備を推進

します。 

○　鳥獣被害対策については、集落全体で有害鳥獣が出てきにくい環境づくり、効果のある柵の

設置、加害個体の捕獲の順に対策を進める総合的な取組を推進し、農作物被害の減少を図りま

す。また、令和 7(2025)年度から再編成した鳥獣被害対策実施隊による地域での相談対応、環境

改善指導、防護柵設置指導、効率的な捕獲を行うことで、さらなる総合的な取組の普及促進を図

ります。 

 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　地域計画及び集落法人間連携による組織体制強化の取組を進めることで、持続可能な地域農

業の実現を推進します。 

○　かんがい施設やほ場整備など、農業生産基盤を整備することにより効率的な生産を図ります。 

○　農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律が平成 27(2015)年 4 月から施行され、「多

面的機能支払」、「環境保全型農業直接支払」及び「中山間地域等直接支払」が実施されており、

これらを活用した農山村地域の環境保全のための共同活動、環境負荷低減効果の高い営農活動、

耕作放棄地の発生を防止、農地の多面的機能の確保を図るための活動を啓発・推進します。 

○　久井地域・大和地域の特性に合わせた加工用米及び新規需要米、麦、大豆や園芸作物の生産拡

大を図ります。特に、大和地域における米粉用米の産地を維持するために、米粉用米の作付誘導

に繋がる必要な支援の制度化を図ります。 

○　食の安全・安心について、栽培履歴の記帳と管理などの取組を進め、産地としての信頼性を高

めるため、ＪＡ、関係機関との連携により、農薬の取扱いなどの栽培管理や、農産物や加工品の

適正表示について指導を行います。また、農産物直売所や学校給食における地産地消の推進を

図ります。 

○　農家意向調査（平成 26(2014)年 7 月実施）で関心の高かった畦畔管理の省力化、地域ぐるみ

での鳥獣被害対策活動を進めます。 

○　畜産産業の振興を図るため、畜産農家への支援施策を促進します。また、良質な堆肥を安定供

給するなど、畜産産業に必要な畜産施設の維持・管理を行います。 

 

　　　【目標】 

 

イ　林業 

(三原市全体の施策展開方針) 

○　本市では、森林の有する多目的な機能を維持、発揮するため、森林の育成、管理や関係機関と

の連携強化に努めるとともに、林道の整備、改良を推進します。 

 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　森林の持つ公益的な機能に配慮し、文化的、教育的利用などの多目的な利用や機能に応える

森林整備を推進します。 

 項目 現状値 目標値

 担い手の農地集積率 31％（令和 6年度） 42％（令和 12 年度）
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○　森林資源の充実を図るため、計画的な森林の育成、管理や森林組合などとの連携強化を進め

るとともに、林道の計画的な整備を図ります。 

 

　　　【目標】 

 

ウ　水産業 

(三原市全体の施策展開方針) 

○　海面及び内水面漁業における水産資源の維持・増大を図るため稚魚放流や漁場基盤整備及び

漁場環境保全等の取組を継続するとともに、広島県及び関係市町と連携した漁場環境改善への

取組の推進と担い手の確保・育成に努めることで、持続可能な水産業の実現を図ります。 

 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　錦鯉の生産性の拡大のため、農地を養殖池として利用するなど、内水面漁業の振興を図りま

す。 

○　大和地域の沼田川水系には漁業組合の管理する河川区域があり、引き続き漁場環境保全の維

持に努めます。 

 

エ　工業 

(三原市全体の施策展開方針) 

○　機械産業などの既存の工業集積や広島空港、山陽自動車道、ＪＲ山陽新幹線、ＪＲ山陽本線・

呉線、尾道糸崎港などの恵まれた交通近接条件を活かして、新規事業展開などを促進し、特色あ

る産業集積を形成することにより、グローバル化に対応し得る競争力ある企業の育成を図ると

ともに、新たな工業団地などの整備・活用による先端技術産業や研究開発型企業などの誘致な

どを推進します。 

○　また、工場等立地奨励制度により、企業の事業拡大や設備投資を支援するとともに、新規起業

やデジタル技術を活用した新たな成長産業などの創出に向け、産学官金の連携により設立した、

三原市起業化促進連携協議会の創業支援事業を通じて、起業家の育成を推進します。 

 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　久井地域・大和地域においては、就業機会の確保・拡大や若者の定住を図るための企業誘致が

強く求められており、ＩＴ企業などを中心としたサテライトオフィスなどの誘致を含めた企業

誘致活動を行うとともに、企業ニーズを踏まえた上で大和フライト産業団地の造成に取り組み

ます。 

 

オ　商業 

(三原市全体の施策展開方針) 

○　流通システムの変革に対応したデジタル化の推進など、商店の近代化・機能強化や個性的で

魅力ある店づくりを促進するとともに、活力の低下がみられる中心市街地においては、「第 2 期

 項目 現状値 目標値

 人工林の健全化と里山

林の整備面積
96ha（令和 6年度） 147ha（令和 12 年度）
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三原市中心市街地活性化基本計画」に基づく事業を展開し、商店街の活性化や新たな商業集積

拠点の形成に努めます。 

○　今後の成長が期待できるサービス産業の振興を図り、個人の家庭生活を助ける生活支援サー

ビス業や様々な産業の発展をサポートする産業支援サービス業の育成・振興を図ります。 

○　また、新規起業やデジタル技術を活用した新たな成長産業などの創出に向け、産学官金の連

携により設立した、三原市起業化促進連携協議会の創業支援事業を通じて、起業家の育成を推

進します。 

 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　新規創業、第二創業、事業継承を促進するため、既存店舗の存続や販路拡大への支援を充実

し、地域に根ざした商業を支援します。 

○　三原臨空商工会と連携し、デジタル化の推進などにより、小売商業者の経営の安定化・近代化

を促進するとともに、各種の共同事業やソフト事業、イベントの開催などを通じた個性的な商

店街づくりを支援します。 

○　就業機会の確保・拡大や若者の定住を図るため、サテライトオフィスなどの誘致に取り組み

ます。 

 

　　　【目標】 

 

カ　観光 

(三原市全体の施策展開方針) 

○　｢広島空港が立地するまち｣という特性を活かし、国内外から多くの人びとが何度も訪れたく

なるような魅力あふれる観光・交流資源の整備・充実や地域内外との周遊ネットワークの形成

に努めるとともに、ＤＭＣ（Destination Management Company）を中心とした観光関係団体との

連携による受入体制の充実、ＳＮＳやホームページ等を中心とした情報発信と観光客誘致体制

の強化を図ります。 

 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　広島空港周辺から久井地域・大和地域の広い地域が結びつき、回遊性を有した観光地へ発展

するよう、伝統芸能、文化などを活用したイベントの開催など、特色ある観光キャンペーンを展

開するとともに、ＤＭＣにより農産物や郷土料理などの地域資源を活用したテーマ型観光を促

進し、周辺の観光資源との連携による有機的な観光ルートの形成を図ります。 

○　豊かな自然環境やこれまでに整備が進められてきた観光施設などの活用、機能強化、保全を

図り、魅力ある観光地づくりを推進するとともに、ＤＭＣを中心とした観光関係団体との連携

による都市住民との継続的な交流をめざします。 

 

 

 

 項目 現状値 目標値

 サテライトオフィスな

どの開設件数
3件（令和 6 年度） 6 件（令和 12 年度）
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　　　【目標】 

 

（３）計画 

事業計画（令和 8 年度～12 年度） 

 項目 現状値 目標値

 観光客数（久井地域） 11 万人（令和 6年度） 16 万人（令和 10 年度）

 観光客数（大和地域） 36 万人（令和 6年度） 46 万人（令和 10 年度）

 持続的発展 

施策区分

事業名 

（施設名）
事業内容

事業 

主体
備考

 ２　産業の振興 (1)基盤整備

 　農業 ため池等整備事業 広島県

 三河地区かんがい排水事業 広島県

 中部台地整備事業 広島県

 農業農村整備事業（深見地区） 広島県

 農業用施設改良県補助事業（農

村基盤整備推進事業）
三原市

 農業水路等長寿命化・防災減災事

業
三原市

 農業基盤整備促進事業 三原市

 農地耕作条件改善事業 三原市

 農業用施設改良事業（市単独事

業）
三原市

 (4)地場産業の

振興

 
　生産施設 広域的水田農業構造改善事業

JA ひろし

ま

 ライスセンター・低温倉庫設置

事業

JA ひろし

ま

 
農産物貯蔵施設設置事業

JA ひろし

ま、三原

市

 
加工施設

米粉用米の生産振興及び 6 次産

業化支援事業
三原市

 (5)企業誘致 大和フライト産業団地整備事業 三原市

 (9)観光又はレ

クリエーショ

ン

久井岩海保存整備事業 三原市

 白竜湖親水公園整備事業 三原市

 棲眞寺公園整備事業 三原市

 (10)過疎地域

持続的発展特

別事業

 　第 1次産業 農産物等の生産振興事業 
【事業内容】 
・農産物の生産振興を図るた

め、農業振興団体などの育成、

三原市
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 振興作物及び米粉用米の生産

拡大に対する支援、堆肥を活用

した環境にやさしい農業の支

援、新たな担い手や新規就農者

の育成、6 次産業化及び地産地

消の推進及び支援、有害鳥獣対

策、農産物の提供の場の支援を

行う 
【事業の必要性】 
・主食用米、加工用米及び新規

需要や多彩な園芸作物などの

生産振興や有害鳥獣などから

の被害が出にくい環境整備を

行うことにより、地域農業の活

性化を図る 
【事業効果】 
・農業経営の安定、農地の効率

的な利用が見込まれる 
・生産者間の連携を図り、戦略

的な生産振興が可能となる 
・消費者の需要を把握すること

で、効率の良い農業生産が可能

となる 
・地産地消の推進で、農村と都

市との交流が生まれ、経済の交

流ができる 
 
日本型直接支払制度 
・多面的機能支払交付金事業 
・中山間地域等直接支払制度事

業 
・環境保全型農業直接支援事業 
【事業内容】 
・地域ぐるみで農地・農業用水

路などの適切な保全や農薬な

どの使用低減など、一体的な取

組に支援する 
【事業の必要性】 
・農業従事者の高齢化などによ

り、個々による環境保全が困難

であるため、地域の共同活動に

よる環境保全を支援し、地域の

環境を守る 
【事業効果】 
・維持管理が困難であった農

地や水路などが保全できる 
・地域でまとまって農薬など

の低減を実施することにより、

環境負荷の低減が図られる 
 
林業振興事業 
【事業内容】 
・森林の荒廃を防ぎ、森林機能

や資源の保全を図るため、造林

事業の推進及び森林環境の整備
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 に対し支援を行う 
【事業の必要性】 
・森林の有する多面的機能の低

下が懸念されているため、多面

的機能の増進や安全・安心な災

害に強い森林とする 
【事業効果】 
・造林事業、森林環境の整備を

行うことで、森林の多面的機能

の維持・増進が図られ、災害に

強い森林とすることができ、地

球温暖化防止にも貢献できる。

また、木々の成長が促され、良

質な木材生産ができる  
 
畜産振興事業 
【事業内容】 
・畜産産業の振興を図るため、

畜産農家に対して補助事業な

どを実施する。また、老朽化し

た畜産施設の修繕などを行う 
【事業の必要性】 
・畜産農家の後継者や担い手不

足が課題となっており、畜産産

業の継続性を確保するため 
【事業効果】 
・畜産農家の畜産意欲の低下に

よる畜産産業の衰退を防止し、

安全で安定した畜産産業の確保

を図る

 　観光 白竜湖親水公園活用事業 

【事業内容】 

・経年劣化した観光施設の設

備・備品などを整備・改修・補修

する 

【事業の必要性】 

・都市と農村を結ぶ拠点であり、

地域住民に安らぎと憩いの場を

提供するため 

【事業効果】 

・地域住民に安らぎと憩いの場

を提供するとともに、飲食、特産

品販売などの観光消費による地

域産業の活性化が図られる

三原市

 　その他 旧産業施設等解体事業 

【事業内容】 

・廃止となった施設の解体撤去

工事を行う 

【事業の必要性】 

・廃止となり、施設の劣化が著

しい状況にある。また、怪我や事

故などが起こりうる可能性があ

るため、施設を解体し安全管理

に努める必要がある 

【事業効果】

三原市
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（４）産業振興促進事項 

　　　久井地域及び大和地域における産業の振興を促進するために振興する業種や事業の内容などは、

次のとおりです。 

 

ア　産業振興促進区域及び振興すべき業種 

 

イ　当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

　　　「４　産業の振興」の「（２）その対策」及び「（３）計画」に記載のとおりです。 

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

　　　「三原市公共施設等総合管理計画」で定める各施設類型別の基本的な方針などに基づき、整合性

を図りながら、公共施設の管理などを行います。 

 ・施設を解体撤去することで、安

全な環境を整備することができ

る

 産業振興促進区域 業種 計画期間 備考

 
久井町及び大和町

製造業、情報サービス業等、農

林水産物等販売業、旅館業

令和 8(2026)年 4 月 1日～ 

令和 13(2031)年 3 月 31 日
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５　地域における情報化 

 

（１）現況と問題点 

    (三原市全体における現況と問題点) 

○　平成 17(2005)年 12 月に策定した「三原市地域情報化計画」に基づき、株式会社ＭＣＡＴ（旧：

三原テレビ放送株式会社）が整備する市街化地域を除く市内のほぼ全域において、平成 22(2010)

年度までに光ファイバー網の整備を完了しています。 

○　整備した光ファイバー網は、物理的に光ケーブルによる電送を行うため、災害などの発生時

には電柱の倒壊や飛来物などによる断線の可能性を排除できません。これに起因するサービス

停止回避のため、新たな防災機構や無線通信技術の導入を検討する必要があります。 

○　現状、本市が整備した光ファイバー網によるインターネットサービスの回線速度は 100Mbps

（ベストエフォート）ですが、インターネット上で取り扱われる情報の高度化が進んでいるこ

とから、設備更新による回線速度の高速化が課題です。 

 

 (久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　久井地域においては平成 14(2002)年度から平成 17(2005)年度までに、大和地域においては平

成 17(2005)年度から平成 18(2006)年度までに、各家庭へＦＴＴＨ方式による光ファイバーの接

続を実施し、情報基盤の整備を完了しています。 

○　また、久井地域・大和地域とも、災害時一斉情報伝達手段の一環として、ＦＭ告知端末を設置

し、災害時の緊急避難情報などの迅速な伝達を実現するとともに、通常時には、住民組織の情報

告知やコミュニティＦＭによる地域情報の発信を行っています。 

 

（２）その対策 

 (三原市全体の施策展開方針) 

○　設備の保守を徹底し、適正運用を行うとともに、災害に強い仕組みについて、新技術の情報収

集と導入を検討、実施します。 

○　回線速度の向上に関しては、平成 26(2014)年度から継続して更新作業を進めており、令和

10(2028)年度での実現をめざします。 

 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　整備した光ファイバー網は、ケーブルテレビ放送、インターネットサービス、ＦＭラジオ放

送、住民組織による告知放送や防災情報の発信など、生活に欠かせない生活インフラとなって

いるため、障害などによる停波が生じないよう、適切な保守運用を実施します。 

○　発信された情報などを多くの住民が享受できるよう情報弱者への対策に努めます。 
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　　　【目標】 

 

（３）計画 

事業計画（令和 8年度～12 年度） 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

　　　「三原市公共施設等総合管理計画」で定める各施設類型別の基本的な方針などに基づき、整合性

を図りながら、公共施設の管理などを行います。 

 

 項目 現状値 目標値

 障害による停波発生回

数
0回／年（令和 6 年度） 0回／年（令和 12 年度）

 インターネット回線速

度 1Gbps（ベストエフォ

ート）の提供

－ 全域で供用開始（令和 10 年度）

 持続的発展 

施策区分

事業名 

（施設名）
事業内容

事業 

主体
備考

 ３　地域におけ

る情報化

(1)電気通信施

設等情報化の

ための施設

 その他の情

報化のための

施設

情報基盤整備事業 三原市

 (2)過疎地域持

続的発展特別

事業

 　情報化 情報高度化対策事業 

【事業内容】 

・久井地域及び大和地域のシェ

ルター機器更新及び伝送路更新 

【事業の必要性】 

・インターネット上で取り扱わ

れる情報の高度化が進んでいる

ことから、設備更新による回線

速度の高速化が必要 

【事業効果】 

・通信速度が 100Mbps から

1Gbps に引き上げられるため、

近年の通信量増大に対応できる

三原市
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６　交通施設の整備、交通手段の確保 

 

（１）現況と問題点 

ア　広域的幹線道路、地域幹線道路 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　本市の道路網は、高規格道路である山陽自動車道、福山本郷道路と広島中央フライトロード

を広域交通の軸とし、それを補完する一般国道、県道及び市民の生活に資する道路である市道

により構成されています。 

○　福山本郷道路は、一般国道 2 号尾道バイパスや三原バイパスに続き、令和 3(2021)年 3 月に木

原道路が開通しており、残る三原バイパス新倉ランプから山陽自動車道本郷 IC までの間を早期

に完成させ、全体的な事業効果を発現させることが必要となっています。 

○　広島中央フライトロードは広島県北部や山陰地方と広島空港を結ぶ道路であり、広島空港か

ら大和町までの間については整備が完了し、平成 23(2011)年 4 月から供用開始となっています

が、大和町から世羅町までの間については、依然調査区間のままであり、広島中央フライトロー

ドとしての効果を十分に得られていません。 

○　一般国道及び県道は、高規格道路を補完し、地域交通の幹線網を形成するものであり、生活拠

点間相互の連携強化、市中心部から各生活拠点などに向けた放射軸を形成する路線の整備が必

要です。 

 

(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　久井地域・大和地域における広域的な幹線道路としては、一般国道 486 号、一般国道 432 号

のほか、主要地方道三原東城線、本郷大和線などがあります。 

○　一般国道 432 号は、県央と広島中央フライトロード、山陽自動車道を結ぶ道路であり、交通

量が多いなか歩道幅が狭いため、歩行者、特に通学児童が非常に危険な状況での利用を余儀な

くされており、通行の安全性を確保するための対策が必要です。 

○　主要地方道三原東城線は、緊急輸送道路に位置づけられた重要な幹線道路であり、広域的な

交流を促進する道路でもあることから、道路のり面の崩壊や路面凍結などの防災対策が引き続

き必要です。 

 

イ　市道 

（三原市全体における現状と問題点） 

　　○　市道は、一般国道及び県道を補完し地域連携に資する道路や都市の骨格を形成する街路、土

地区画整理事業における街区道路、その他住民生活に密着した生活道路などにより形成されて

います。 

○　市道は、全路線延長 1,442.823km に対し 57.6％程度の改良率であり、引き続き、地域間や集

落間を連絡する幹線的な路線や、緊急車両の通行ができないなどの地域の課題を抱える路線に

ついて、計画的に整備を進めることが必要です。 

 

(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　久井地域・大和地域における市道は、それぞれ 52.6％、56.3％程度の改良率であり、引き続
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き、地域間や集落間を連絡する幹線的な路線や、緊急車両の通行ができないなどの地域の課題

を抱える路線について、計画的に整備を進めることが必要です。 

 

ウ　農道 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　農道は、農業上必要な道路で、車両の交通や、生産物や資材の運搬など農業の目的に利用され

るために設けられたものですが、単に農業用の道としてだけでなく、交通幹線道路のバイパス

的役割や生活、観光道路としての役割を担うものもあります。 

○　農作業の大型車両化により、トラクター、コンバインなど乗用車両を使用するためには、農業

基盤整備と位置づけて整備拡充を図る必要があります。 

 

(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　久井地域・大和地域における農道は、農業基盤整備事業の推進により、整備は飛躍的に進んで

います。 

○　しかしながら、農業者の高齢化により、草刈など地域での簡易な維持管理作業が困難な状態

や経年劣化による維持管理費の増大が問題となっています。 

 

エ　林道 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　適切な森林整備の推進を通じて、森林の有する多面的な機能の発揮を図る必要があります。 

○　林道施設を適正に管理することにより、長寿命化を図る必要があります。 

 

(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　久井地域・大和地域においては、林業の振興や森林の多目的利用を図るために、計画的な林道

の整備促進が求められます。 

 

オ　交通確保対策 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　本市における公共交通機関としては、中国・四国地方の拠点空港である広島空港の航空路線

を始め、ＪＲ山陽新幹線とＪＲ山陽本線・呉線による鉄道網、重要港湾尾道糸崎港の三原内港や

地方港湾須波港を発着する瀬戸内海島しょ部との航路網が形成されています。 

○　また、ＪＲ三原駅をターミナルとする広域的なバスネットワークも形成されており、広島空

港へのリムジンバスが運行されています。 

○　一方で、市の人口減少・高齢化は一層進行し、さらには交通事業者の乗務員不足が運行サービ

スの維持に影響を与えるまで深刻化するなど、地域公共交通を取り巻く環境は厳しさを増して

います。 

○　しかしながら、地域公共交通は市民の暮らしを支える必要な移動手段であり、高齢者を始め

とする市民ニーズや地域特性を踏まえた上で、より利便性が高く、また各々の移動手段の特徴・

機能を活かすことで、市域全体を見渡した効率的な地域公共交通体系の維持や充実を図る必要

があります。 
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(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　久井地域・大和地域においては、自家用自動車の普及や人口減に伴うバス利用者の減少によ

り、路線バスの廃止や減便など、通勤・通学・買物・通院者などにとって不便な状況が続いてい

ます。地域コミュニティ交通（乗合タクシー等）の運行支援や公共ライドシェア（コミュニティ

バス）の運行等により移動需要を支えてますが、利用の低迷や収支率の低さ等の課題を抱えて

います。 

○　地域住民の生活を担うバス路線の維持存続や地域コミュニティ交通の運行には、的確な住民

ニーズの把握によるサービスの改善や永続的な利用の促進を図ることが重要な課題です。 

　 

（２）その対策 

 (三原市全体の施策展開方針) 

　　○　福山本郷道路は、全区間の完成に向けて、行政・議会・経済界で構成する「高規格道路 福山

本郷道路（三原～本郷間）整備促進期成同盟会」で連携し、未整備である三原バイパス新倉ラン

プから山陽自動車道本郷ＩＣまでの間について、国土交通省、広島県に対し、早期事業化を要望

します。 

○　広島中央フライトロードは、「広島空港北アクセス道路（広島中央フライトロード）推進協議

会」の 4 市 2 町が連携して、国土交通省、広島県に対し、建設促進に向けた要望活動を行いま

す。 

○　県道は、広島県道路整備計画に基づき、計画的かつ着実に整備されるよう、広島県に対し、要

望活動を行います。 

○　市道は、地域間や集落間を連絡する幹線的な路線や、緊急車両の通行ができないなど地域の

課題を抱える路線について、市民生活の利便性向上を図る道路整備を実施します。 

○　「三原市地域公共交通計画」に基づき、地域における交通手段の維持や路線バス利用不便地区

への地域コミュニティ交通の導入などに取り組み、市民協働による利便性が高く持続可能な地

域公共交通体系の維持・充実を図ります。 

　 

ア　広域的幹線道路、地域幹線道路 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　広島中央フライトロードは、「広島空港北アクセス道路（広島中央フライトロード）推進協議

会」の 4 市 2 町が連携して、国土交通省、広島県に対し、建設促進に向けた要望活動を行いま

す。 

○　一般国道 432 号は、歩道整備などの交通安全対策事業に必要な地元調整を積極的に行い、早

期完成に向けて事業を促進します。 

 

　　　【目標】 

 

 

 項目 現状値 目標値

 道路整備に関する要望

活動（国、広島県） 年 1回以上（令和 6 年度） 年 1 回以上（令和 12 年度）
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イ　市道 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　市道は、地域間や集落間を連絡する幹線的な路線や、緊急車両の通行ができないなど地域の

課題を抱える路線について、市民生活の利便性向上を図る道路整備を実施します。 

 

　　　【目標】 

 

ウ　農道 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　久井地域・大和地域における農道は、農業基盤整備事業の推進により整備が進んでおり、今

後は適正な維持管理を行うことにより、施設の長寿命化に努めます。 

 

　　　【目標】 

 

エ　林道 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　久井地域・大和地域における林道は、未整備の区間も残されており、引き続き、林道の整備を

推進し、森林環境の保全・育成に努めます。 

 

　　　【目標】 

 

オ　交通確保対策 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　地域と中心部を結ぶバス路線は、地域住民にとって重要な役割を担っており、今後も、国・県

との役割分担・連携により、地域住民の交通手段として、生活路線の維持に努めます。 

○　久井地域及び大和地域で運行する地域コミュニティ交通（乗合タクシー等）については、利用

に応じたサービス内容の見直しを行うなど、利便性向上に取り組みます。 

○　大和地域と中心部を結ぶバス路線の廃止や、地域内の買い物施設の撤退などを踏まえて、両

地域住民の広域的な移動手段の確保に努めます。 

 

 

 項目 現状値 目標値

 市道改良率（久井地

域・大和地域）
54.6％（令和 6 年度） 55.6％（令和 12 年度）

 項目 現状値 目標値

 
農道の総延長

総延長Ｌ＝167,940ｍ（令和 6

年度）
維持（令和 12 年度）

 項目 現状値 目標値

 
林道の総延長

総延長Ｌ＝56,231ｍ（令和6年

度）
維持（令和 12 年度）
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　　　【目標】 

 

（３）計画 

事業計画（令和 8 年度～12 年度） 

 

 項目 現状値 目標値

 
地域コミュニティ交通

の経常収支率

久井ふれあいバス 6.0％ 

大和ふれあいタクシー8.8％

（令和 6年度） 

10％以上（三原市地域公共交通

計画で定めた地域コミュニテ

ィ交通の運行継続基準）（令和

7年度～11 年度）

 持続的発展 

施策区分

事業名 

（施設名）
事業内容

事業 

主体
備考

 ４　交通施設の

整備、交通手段

の確保

(1)市町村道

 　道路 市道整備事業 三原市

 通学路交通安全事業 三原市

 　橋りょう 橋梁長寿命化対策事業 三原市

 (3)林道 林道整備事業 三原市

 (6)自動車等

 
　自動車

公共ライドシェア（コミュニテ

ィバス等）車両整備事業
三原市

 (9)過疎地域持

続的発展特別

事業

 　公共交通 地域コミュニティ交通推進事業 

【事業内容】 

・地域の実情に応じた地域コミ

ュニティ交通運行事業を行う 

【事業の必要性】 

・住民のニーズに対応した地域

の交通手段を確保する 

【事業効果】 

・医療施設や公共施設への利

用、店舗での買物など、交通弱

三原市、 

住民組織

など

 者の外出支援が期待できる

 生活交通バス路線運行事業 

【事業内容】 

・生活交通バス路線への補助を

行う 

【事業の必要性】 

・日常生活に必要な移動手段で

ある路線バスを確保する 

【事業効果】 

・持続可能なバス路線網の確保

ができる

バス事業

者など

 (10)その他 県施行事業負担金（県道） 広島県

 交通安全施設整備事業 三原市
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

　　　「三原市公共施設等総合管理計画」で定める各施設類型別の基本的な方針などに基づき、整合性

を図りながら、公共施設の管理などを行います。 
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７　生活環境の整備 

 

（１）現況と問題点 

ア　水道施設 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　水道事業は、拡張期に整備してきた施設が順次、更新時期を迎え、耐震化を含めその更新に

は多額の費用が必要となることから、施設ごとに適切な更新時期を検討し、計画的に実施する

必要があります。 

 

(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　令和 2(2020)年度現在、三原市全体における水道普及率は 90.0％となっていますが、久井地

域、大和地域における水道普及率はそれぞれ 7.5％、21.1％と低い状況にあり、まずは、現在給

水している地域の普及率の向上を図る必要があります。 

 

イ　下水処理施設など 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　本市における下水道などの整備状況をみると、下水道などの普及率は 82.6％であり、公共下

水道や集落排水施設の整備のほか、浄化槽の設置を促進するなど、地域の実情に応じた適切な

施設整備により普及率の向上を図る必要があります。 

○　三原市清掃工場（焼却施設）は、各種設備の老朽化が進行しているため、安定的かつ効率的な

もやすごみ処理事業の継続を目的とした施設の更新整備を検討する必要があります。 

○　ごみ処理については、三原市清掃工場（焼却施設）、三原広域市町村圏事務組合不燃物処理工

場及び三原市一般廃棄物最終処分場の 3 施設があります。 

○　し尿処理については、平成 25(2013)年 8 月から、三原市汚泥再生処理センターが稼動し、市

内全域のし尿などの処理を行っています。 

○　三原市汚泥再生処理センターは、令和 9(2027)年度で建設当初に策定した運転計画が終了する

ため、安定的かつ効率的なし尿処理事業の継続を目的とした施設の更新整備を検討する必要が

あります。 

 

(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　久井地域においては、平成元(1989)年度から浄化槽設置補助制度を設け、住民の協力のもと

に環境衛生の向上に取り組んでおり、今後も浄化槽設置補助制度を推進し、浄化槽の整備に努

めていきます。 

○　大和地域においては、農業集落排水事業、特定環境保全公共下水道整備事業の集合処理と、公

共浄化槽等整備推進事業の個別処理により取り組んでおり、今後も集合処理区の加入促進や他

地域における浄化槽の計画的な整備が求められています。 

　 

ウ　火葬場 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　令和 2(2020)年 10 月に完成した三原市斎場の管理運営を行っています。 
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エ　消防・防災・防犯 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　災害に強い地域づくりのため、「三原市消防団施設更新整備計画」に基づき、消防団施設の整

備を着実に推進し、迅速な初動対応と消防団員の活動拠点を確保する必要があります。 

○　引き続き、消火栓の設置を進めるほか、防火水槽については、耐震性防火水槽の設置など地域

の実情に応じた消防水利を充実させるとともに、老朽化した防火水槽の改修及び廃止を検討す

る必要があります。 

○　近年、災害が大規模化・頻発化する中、安全に住み続けられるまちを実現させるため、常備・

非常備消防の連携強化を図るとともに、組織・装備及び活動環境を充実することが必要です。さ

らには、火災の発生を未然に防ぐため、火災予防意識の普及啓発をおこなっていく必要があり

ます。 

○　一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加に伴い、高齢者を対象とした犯罪が増加しており、

関係機関・団体や地域ボランティアなどとの連携を深め、防犯意識の向上や相談機能の充実を

図る必要があります。 

 

(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　久井地域については、平成 29(2017)年 4 月に久井出張所を開所し、大和地域については、令

和 4(2022)年 3 月に大和出張所の移転が完了しました。今後は施設管理を行い、長期的に機能を

維持する必要があります。 

○　久井地域・大和地域における消防団の車両については、計画的な更新をするとともに、現状の

出動態勢（参集状況）及び地域の特性を考慮した上で、適正な配置などを検討する必要がありま

す。　　 

○　久井地域・大和地域では、空気が乾燥する春先において、特に「たき火」・「草焼き」などに

よる火災が多発していることから、地域の実情に合わせた火災発生の減少に努めていく必要が

あります。 

 

オ　公営住宅など 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　市営住宅の老朽化が進行しており、空き住戸が増加しています。 

○　市営住宅の計画的な改修工事を実施するとともに、用途廃止住宅の除却を進めることにより、

適正管理を推進する必要があります。 

 

(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　久井地域の公営住宅等の管理戸数は 149 戸です。近隣で働く若年者、単身者及び子育て世帯

の居住の安定に寄与してきましたが、一部で空き家が目立つようになっています。また、老朽化

した木造二階建てや簡易耐火構造平屋建ての住宅 51 戸については募集を停止しています。 

○　大和地域の公営住宅等の管理戸数は 83 戸です。久井地域と同じく居住の安定に寄与してきま

したが、一部で空き家が目立つようになっています。また、老朽化した木造平屋建てや準耐火構

造平屋建ての住宅 11 戸については募集を停止しています。 
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表　公営住宅などの整備状況（令和 7(2025)年 3 月 31 日現在） 

 （注）公営住宅等比率＝公営住宅等戸数／住民基本台帳登録世帯数 

 

カ　交通安全対策 

(三原市全体の施策展開方針) 

○　高齢社会の進行に伴い、特に高齢者が関係した交通事故の防止を図る必要があります。 

○　自転車の安全利用の促進や、小・中学校の通学路の安全確保を図る必要があります。 

 

（２）その対策 

ア　水道施設 

(三原市全体の施策展開方針) 

○　水道事業は、拡張期に整備してきた施設が順次、更新時期を迎え、耐震化を含めその更新には

多額の費用が必要となることから、施設ごとに適切な更新時期を検討し、計画的な実施に努め

ます。 

○　浄水場、配水池などの水道施設については、日常的・定期的に点検を行うとともに、部品交換

などを実施することで、また、管路についても計画的な漏水調査を実施することで長寿命化を

図っており、今後も適切に維持管理していくことで、施設の長寿命化に努めます。 

 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　平成 29(2017)年度に久井地域、大和地域の簡易水道を水道事業に統合し、運営していますが、

加入が低調であることから、現在給水している地域の加入促進を図り、未整備地域については、

需要の有無、事業の採算性を見極めながら施設整備を進めていきます。 

 

　　　【目標】 

 

イ　下水処理施設など 

(三原市全体の施策展開方針) 

○　計画的に公共下水道の整備や浄化槽の設置を進めており、下水道などの普及・向上に努めて

います。 

 

 

 公営住宅等戸数

（戸）

公営住宅等比率（％）

 三 原 市 全 体 1,430 3.28

 久 井 町 　149 7.88

 大 和 町 　 83 3.76

 項目 現状値 目標値

 防災拠点、医療施設、避

難所など重要施設への

給水機能の更新

適正管理実施（令和 3 年度） 令和 12 年度までに実施

 長寿命化対策 適正管理実施（令和 3 年度） 令和 12 年度までに実施
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 (久井地域・大和地域における対策) 

○　久井地域・大和地域においては、農業集落排水、特定環境保全公共下水道や浄化槽の整備促進

が求められており、これまでの過疎対策においてもこれらの整備促進に努めてきましたが、下

水道等普及率は十分でなく、今後も引き続き施策の展開を図ります。 

○　農業集落排水、特定環境保全公共下水道の整備が既に行われている地域については、事業運

営の健全化に努めながら、維持管理を適正に行うとともに、久井地域では小型浄化槽個人設置

型整備事業を、大和地域では公共浄化槽等整備推進事業を住民の理解と協力のもと積極的に推

進します。 

○　ごみ処理については、今後も引き続き、適切な収集運搬、処理及び施設の管理運営にあたると

ともに、ごみの減量化をめざして、分別排出の徹底、再資源化への取組を強化していきます。 

 

　　　【目標】 

 

ウ　火葬場 

(三原市全体の施策展開方針) 

○　斎場は、市民生活に必要不可欠な施設であることから、令和 2(2020)年 10 月に完成した三原

市斎場を効果的・効率的に管理運営し、市民サービスの向上に努めます。 

 

エ　消防・防災・防犯 

(三原市全体の施策展開方針) 

○　住民の防災力を向上させるため、自主防災組織や地域が実施する自主的な防火・防災活動な

どへの支援に努めるとともに、幼少期からの防災啓発とした幼年・少年消防クラブへの育成及

び支援を行います。 

○　風水害・地震に備えた防災対策や、災害時の避難や緊急輸送などに配慮した災害に強い都市

基盤施設の整備を推進します。 

○　住宅防火対策の推進や消防用設備などの設置促進により、被害の軽減を図るとともに、予防

査察による火災予防の普及啓発を行います。 

○　安全・安心なまちづくりを推進するため、住民への意識啓発や家庭用防犯用品の購入支援、地

域における自主的な防犯活動の支援等を行います。 

○　消防業務に関する各種申請などの手続については、情報通信基盤を活用したオンライン化を

めざし、市民サービスの向上に努めます。 

 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　消防団の活性化や自主防災組織、少年消防クラブ、幼年消防クラブの育成を図るとともに、今

後も消防水利や消防ポンプ自動車などの消防施設・設備の整備充実を計画的に推進します。 

 項目 現状値 目標値

 小型浄化槽個人設置型

整備事業（久井地域）（汲

み取り又は単独処理浄

化槽から合併処理浄化

槽への転換数）

年間 3基（令和 6年度） 年間 6基（令和 12 年度） 
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○　例年、空気が乾燥する春先において、「たき火」・「草焼き」などによる火災が多発している

ことから、町内会回覧やメディア、ＳＮＳなどの活用による啓発を促進し、火災発生の減少に努

めます。また、近年、全国の住宅火災による死者数は 1,000 人を超え、7 割以上が 65 歳以上の

高齢者となっています。本市においても高齢化の進展に伴い住宅火災における高齢者の安全対

策が懸念されることから、高齢者の死者数の低減を図る火災予防の啓発を推進させ、住宅用火

災警報器の設置率の向上並びに作動点検の実施及び交換の必要性について啓発を実施します。 

○　家庭用防犯用品の購入支援や地域における自主的な防犯活動の支援等を行います。 

 

　　　【目標】 

 

オ　公営住宅など 

(三原市全体の施策展開方針) 

○　令和 7(2025)年 3 月に改定した「三原市営住宅長寿命化計画」における長期的な活用方針と計

画期間中の整備計画に基づき、ライフサイクルコストの縮減を図りつつ、効率的かつ円滑な整

備と維持管理を進めます。 

○　老朽化した住宅については、適切に管理するとともに、入居者が退去し空き家となった場合

には、用途廃止し、除却を進めます。 

 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　適切な維持管理、個別改善、長寿命化を計画的に実施し、良質な住宅供給を行うことにより、

空き家対策を行います。 

○　ＵＩＪターン就職者などに対する住宅の活用に向け、検討します。 

○　平成 27(2015)年度から、入居者の負担軽減を目的に行っている空き家分の共益費負担につい

て、継続的に実施します。 

 

カ　交通安全対策 

(三原市全体の施策展開方針) 

　　○　地域住民の交通の安全を確保するため、計画的に、歩道、ガードレールなどの交通安全施設の

整備を推進するとともに、交通安全教育や広報啓発活動の実施により、交通安全に対する意識

の高揚を図ります。 

　　○　小・中学校の通学路については、定期的に関係機関による合同点検を行い、危険箇所の把握と

対策の推進を図ります。 

 

　　　【目標】 

 

 項目 現状値 目標値

 人口 10 万人当たりの火

災による死者数(人)
2 人（令和 6年 12 月）

1 人（令和 11 年 12 月） 

0 人（令和 16 年 12 月）

 項目 現状値 目標値

 交通事故発生件数（人

口千人当たり）
1.01 件／年（令和 6年度）

現状値からの減少（令和 12 年

度）
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（３）計画 

事業計画（令和 8 年度～12 年度） 

 持続的発展 

施策区分

事業名 

（施設名）
事業内容

事業 

主体
備考

 ５　生活環境の

整備

(2)下水処理施

設

 　その他 公共浄化槽等整備推進事業 三原市

 
小型浄化槽個人設置型整備事業

浄化槽 

設置者

 (3)廃棄物処理

施設

 　ごみ処理施

設
清掃工場整備事業 三原市

 不燃物処理施設整備事業 三原市

 最終処分場整備事業 三原市

 　し尿処理施

設
し尿処理施設整備事業 三原市

 (5)消防施設 防火水槽整備事業　 三原市

 常備消防拠点施設整備事業 三原市

 消防団拠点施設等整備事業 三原市

 通信指令システム整備事業 三原市

 (6)公営住宅 市営住宅長寿命化事業 三原市

 (7)過疎地域持

続的発展特別

事業

 　環境 不燃物処理工場解体事業 
【事業内容】 
旧不燃物処理工場の解体・撤去

を行う 
【事業の必要性】 
・設備などの経年劣化が著しく、

倒壊の危険性もあることから、

施設の解体撤去を行う必要があ

る 
【事業効果】 
・解体撤去により、安全・安心

な生活環境を維持する

三原広域

市町村圏

事務組合

 　防災・防犯 防犯灯維持管理事業 
【事業内容】 
・防犯灯の新設や修繕などを行

う 
【事業の必要性】 
・地域の安全性を確保する 
【事業効果】 
・安全・安心な生活環境を維持す

る

三原市

 その他 旧生活環境施設等解体事業 

【事業内容】 

・廃止となった施設の解体撤去

三原市
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

　　　「三原市公共施設等総合管理計画」で定める各施設類型別の基本的な方針などに基づき、整合性

を図りながら、公共施設の管理などを行います。 

 工事を行う 

【事業の必要性】 

・廃止となり、施設の劣化が著

しい状況にある。また、怪我や事

故などが起こりうる可能性があ

るため、施設を解体し安全管理

に努める必要がある 

【事業効果】 

・施設を解体撤去することで、

安全な環境を整備することがで

きる

 (8)その他 小規模崩壊地復旧事業 三原市
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８　子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

 

（１）現況と問題点 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　本市の地域福祉を取り巻く環境は、人口減少に加え、少子高齢化、核家族化、価値観の多様化

などにより、つながりの希薄化が進むことを要因に、孤独死、虐待、生活困窮、ひきこもり、ヤ

ングケアラーなど、地域が抱える課題がより複合化・複雑化してきています。 

○　こうしたことに対応していくため、分野を超えた包括的な相談の受け止めや世帯が抱える複

合的、複雑な課題に対する多機関連携による支援の仕組みが求められています。 

 

ア　子育て環境の確保 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　少子高齢化や核家族化の進行、生活環境の変化等、子どもと子育て家庭を取り巻く社会環境

が大きく変化する中、国は、令和 5（2023）年 12 月に「こども大綱」を閣議決定し、全ての子

ども・若者が、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、その権利の擁護が図

られ、将来にわたって幸せな状態で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現をめ

ざしています。 

○　社会環境の変化や新たなニーズ等に対応するため、「みはらこども・子育て応援プラン（三原

市こども計画）」を令和 7（2025）年 3月に策定し、子ども・子育て支援施策の積極的な推進と

地域社会でこどもや子育て家庭を支える取組を応援していくために、「みはらこども・子育て応

援宣言」をしています。 

○　少子化の進行に伴い幼児人口が減少しています。 

○　子どもが健やかに成長できる環境を整備する必要があります。 

 

(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　久井地域については、既設の 2 保育所を 1 か所に統合して、幼稚園機能と保育所機能を兼ね

備えた幼保連携型認定こども園を平成 26(2014)年 4 月に開園し、就学前児童の教育・保育の充

実を図っています。 

○　大和地域については、既設の 5 保育所を 1 か所に統合して、幼稚園機能と保育所機能を兼ね

備えた幼保連携型認定こども園を平成 20(2008)年 4 月に開園しており、就学前児童の教育・保

育の充実を図っています。 
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表　幼稚園・保育所等の状況 

（注）1　各年 4月 1日現在 
　　　2　認定こども園は幼稚園部分と保育所部分に分ける 
　　　3　休園・所は除く 

 

イ　高齢者の保健福祉 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　本市においては、高齢者人口（65 歳以上）が減少しているものの、高齢化率は令和 7(2025)年

3 月末には 36.3％と 6 年間で 0.9 ポイント増加しています。高齢者が安心して暮らし続けるこ

とができる体制を整備するためには保健・医療・介護・福祉の連携が重要な課題となっていま

す。 

○　介護保険施設などの整備については、介護保険事業計画に基づき計画的に整備を進めていま

すが、今後、後期高齢者人口の増加も見込まれることから、高齢者が可能な限り、住み慣れた地

域で生活できるよう在宅サービスを中心とした介護サービス基盤の整備・充実を図る必要があ

ります。 

○　「8050 問題」など、世帯構成員にそれぞれ課題があり、分野別の支援機関の対応では世帯全

体の課題解決が難しい事例があります。 

 

(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　久井地域・大和地域における令和 7(2025)年 3 月末の高齢化率は、それぞれ 49.7％、46.9％

と市全体の高齢化率を大きく上回っており、高齢化が進んでいる状況です。 

○　介護保険施設などについては、久井地域・大和地域において訪問介護や通所介護などの居宅

サービスや、特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）などの施設サービスが整備されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
就学前児童数（人）

幼稚園・保育所定員（人）

 市・私立幼稚園 市・私立保育所

 令和 2 年 令和 5年 令和 7年 令和 2年 令和 5年 令和 7年 令和 2年 令和 5年 令和 7年

 全域 3,686 2,991 2599 1,617 1,202 858 2,100 2,124 2,213

 久井地域 132 103 78 50 50 50 90 90 90

 大和地域 124 96 57 50 50 50 135 135 135
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表　介護保険サービス事業所の状況 

　　 （注）三原市高齢者福祉課調べ（令和 7(2025)年 3 月 31 日現在） 

 

ウ　障害者の福祉 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　入所施設からの地域移行が進んでいません。グループホームを含む居住の場や障害福祉サー

ビスによる地域生活の支援体制を確保する必要があります。 

○　重度心身障害児の支援体制が不足しています。また、障害のある子どもの放課後や長期休暇

の活動の場を確保する必要があります。 

 

(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　日中活動の出来る場や居宅での介護を行うためのヘルパー派遣など、住み慣れた地域で生活

していくため、障害福祉サービスの充実、事業所の新規参入を促進する取組が必要です。 

 

（２）その対策 

(三原市全体における施策展開方針) 

○　生活課題を抱える人を身近な相談窓口で受け止め、どこの窓口からでも適切な支援につなが

るような包括的な相談支援を推進します。また、複合的な課題や複雑な課題などを抱え、個別

 サービス種別 三原地域 本郷地域 久井地域 大和地域

 訪問介護 21 3 4 1

 訪問入浴介護 1 0 0 0

 訪問看護 11 3 0 0

 訪問リハビリテーション 2 1 0 0

 通所介護 21 1 3 1

 通所リハビリテーション 6 1 0 1

 短期入所生活介護 10 2 2 0

 短期入所療養介護 3 1 0 1

 特定施設入居者生活介護 3 0 1 0

 認知症対応型共同生活介護 5 0 1 0

 小規模多機能型居宅介護 9 1 1 0

 看護小規模多機能型居宅介護 1 1 0 0

 認知症対応型通所介護 2 0 0 0

 地域密着型通所介護 9 1 0 0

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 1 0 0

 地域密着型介護老人福祉施設 3 0 0 0

 介護老人福祉施設 5 1 1 0

 介護老人保健施設 3 1 0 1

 介護療養型医療施設 0 0 0 0

 介護医療院 1 1 0 1

 居宅介護支援 19 3 2 2
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の支援機関では対応が困難なケースに対しては多機関が連携して支援を行っていく必要があり

ます。 

○　令和 5(2023)年度に設置した地域共生センターを中心に、分野を超えた支援機関が一体とな

って取組を推進します。 

 

ア　子育て環境の確保 

(三原市全体における施策展開方針) 

○　急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、子ども・子育て支援

施策を推進し、すべての子どもが健やかに成長することができる社会の実現をめざします。 

○　多様な保育サービスの充実に取り組みます。 

○　発達に課題のある児童の早期発見と適切な支援を充実させ、幼保小連携に取り組みます。 

○　幼稚園・保育所の適正配置を計画的に進めます。 

○　デジタル技術を活用し、子育てに関する情報発信の取組を進めます。 

 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　今後も就学前児童の減少が見込まれますが、認定こども園において幼児教育・保育サービス

の提供に努めます。　 

○　延長保育、一時保育など、多様化する保育需要に応じた、きめ細かな保育サービスの提供に努

めます。 

○　子育て家庭に対する相談指導や情報提供など、安心して子どもを生み育てることができるよ

う、地域ぐるみで子育て支援の充実を図ります。 

○　子どもの居場所づくりを推進し、子どもの健やかな成長と子育ちを応援する環境整備を行い

ます。 

 

　　　【目標】 

　　　（注）　各年度 3 月 31 日現在 

 

イ　高齢者の保健福祉 

(三原市全体における施策展開方針) 

○　高齢者が健康で生きがいのある生活を送ることができるよう、健康の増進・介護予防や社会

参加の促進を図ります。 

○　また、介護・生活支援が必要になった場合にも安心して生活を送ることができるよう、医療・

介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの深化をめざし、生

活支援サービスの充実を始め、健康づくり、地域づくりを進めます。 

　　○　属性を問わない重層的な支援体制の構築をめざします。 

　　○　住民互助活動の促進を図る取組を継続して取り組みます。 

 項目 現状値 目標値

 
待機児童数 0 人（令和 6年度） 0人（令和 12 年度） 

 
未入所児童数 42 人（令和 6 年度） 0人（令和 12 年度） 
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　　○　デジタル技術を活用し、高齢者などがオンラインで相談や見守り、介護予防、健康づくり、交

流できる環境整備のほか、情報発信の取組を進めます。 

 

(久井地域・大和地域における対策) 

　　○　地域包括支援センター及び高齢者相談窓口を中心とした相談体制の充実を図ります。 

○　既存の介護サービスの質の向上を図ります。 

○　高齢者が要支援・要介護状態となることを予防するための介護予防事業を推進します。 

○　高齢者の生涯学習活動やスポーツ活動を促進するとともに、通いの場などへの積極的な参

加・交流を進め、生きがいづくりや閉じこもり防止に努めます。 

○　支援の必要な高齢者の地域での生活を継続させるために、専門職による住民主体の支援体制

づくりに努めます。 

○　高齢者を始めとする地域住民の健康づくりの施設として、久井保健福祉センター、大和保健

福祉センターなどを整備します。 

 

　　　【目標】 

 

ウ　障害者の福祉 

(三原市全体における施策展開方針) 

○　障害のある人が住み慣れたところで、そこに住む人々とともに、生涯を通じて、安心していき

いきとした生活が送れるように、関係機関行政が連携し、地域全体で障害福祉の総合的な推進

をめざします。 

 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　「三原市障害者プラン」に基づき、地域で暮らしを支援し、豊かな体験、可能性の探求などを

支援する施策の推進を図ります。 

 

（３）計画 

事業計画（令和 8 年度～12 年度） 

 項目 現状値 目標値

 
いきいき百歳体操に取

り組む団体数

全市 101 か所（うち久井・大

和 25 か所）（令和 6年度）

全市 115 か所（うち久井・大和

28 か所）（令和 12 年度）

 高齢者の集いの場（サロ

ン・百歳体操）への参加

人数

全市 4,931 人（令和 6年度） 全市 4,704 人（令和 12 年度）

 持続的発展 

施策区分

事業名 

（施設名）
事業内容

事業 

主体
備考

 ６　子育て環境

の確保、高齢者等

の保健及び福祉

の向上及び増進

(7)市町村保健

センター及び

こども家庭セ

ンター

保健福祉センター整備事業 三原市

 (8)過疎地域持

続的発展特別

事業
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

　　　「三原市公共施設等総合管理計画」で定める各施設類型別の基本的な方針などに基づき、整合性

を図りながら、公共施設の管理などを行います。 

 　高齢者・障

害者福祉

保健福祉センター整備事業 

【事業内容】 

・老朽化した設備・備品の改修・

更新などを行う 

【事業の必要性】 

・施設整備により、利用者が安

全・安心に利用できる施設とする 

【事業効果】 

・安全で安定した健康づくり事

業の拠点化が図られる

三原市

 その他 旧保健福祉施設等解体事業 

【事業内容】 

・廃止となった施設の解体撤去

工事を行う 

【事業の必要性】 

・廃止となり、施設の劣化が著

しい状況にある。また、怪我や事

故などが起こりうる可能性があ

るため、施設を解体し安全管理

に努める必要がある 

【事業効果】 

・施設を解体撤去することで、

安全な環境を整備することがで

きる

三原市

 (9)その他 子育て環境整備事業 三原市
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９　医療の確保 

 

（１）現況と問題点 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　高齢化が著しく進行するとともに、がん・糖尿病などの生活習慣病が増加傾向にあり、住民が

住み慣れた地域で安心して生活が営まれるよう、医療と介護の連携を含む地域包括ケアシステ

ムの構築が求められています。 

○　本市における医療施設の状況は、令和 7(2025)年 4 月 1 日現在で、病院 9 施設、診療所 62 施

設、歯科診療所 48 施設が立地しています。 

 

(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　平成 22(2010)年 3 月に再編統合された世羅中央病院企業団が久井地域及び大和地域の医療の

中心を担っています。 

○　久井地域においては、公立くい診療所を始め、診療所 3施設、歯科診療所 1 施設が立地して

います。 

○　大和地域においては、大和診療所を始め、診療所 3 施設、歯科診療所 2 施設が立地していま

す。 

○　久井地域・大和地域においては医療資源が限られており、医療機関相互の連携や広域的な医

療体制の確保などにより地域医療の確保を図ることが求められています。 

 

（２）その対策 

(三原市全体の施策展開方針) 

○　住民がいつでも適切な医療サービスを受けられるよう、初期診療から救急医療・在宅医療に

至るまでの総合的な医療提供体制の確保を図ります。 

○　広島県保健医療計画に基づき、県や地区医師会などとの連携を強化し、広域的な医療体制の

充実を図ります。 

 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　久井地域・大和地域における安定的かつ継続的な医療を確保するため、世羅中央病院企業団

を中心に広域的な地域医療体制の充実を図ります。 

○　住民がいつでも適切な医療サービスが受けられるよう、在宅当番医など救急医療体制の確保

を図ります。 

 

　　　【目標】 

 

 項目 現状値 目標値

 
久井地域医療確保

診療所 3 施設、歯科診療所 1 施設

（令和 7 年度）
維持（令和 12 年度）

 
大和地域医療確保

診療所 3 施設、歯科診療所 2 施設

（令和 7 年度）
維持（令和 12 年度）
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（３）計画 

事業計画（令和 8 年度～12 年度） 

 

 持続的発展 

施策区分

事業名 

（施設名）
事業内容

事業 

主体
備考

 ７　医療の確保 (1)診療施設

 　病院
世羅中央病院企業団施設整備事

業

世羅中央

病院企業

団

 　診療所
世羅中央病院企業団施設整備事

業

世羅中央

病院企業

団

 (3)過疎地域持

続的発展特別

事業

 　民間病院 救急医療体制整備事業 

【事業内容】 

・初期救急医療体制確保のた

め、医師会に休日夜間急患診療

所の運営費の一部を補助する

とともに、在宅当番医・救急情

報提供実施事業を委託する。ま

た、病院群輪番制運営費補助金

により二次救急医療体制を支

援する 

【事業の必要性】 

・救急医療体制を維持すること

により、住民が安心して生活で

きる環境を確保する 

【事業効果】 

・休日夜間急患診療所及び在宅

当番医制により休日及び夜間

の初期救急医療の確保を始め、

祝日の小児科医療体制の充実

を図ることができるとともに

救急医療知識の普及・啓発を推

進することができる

医師会
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１０　教育の振興 

 

（１）現況と問題点 

ア　学校教育の充実 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　質問紙調査で「授業がわからない」と回答する児童生徒が一定数おり、平成31(2019)年度ま

で上昇していた学力調査結果が、それ以降伸び悩んでいます。児童生徒が主体的に学び、「わ

かった」「できた」を感じられる学びの場が必要です。 

○　生活習慣の乱れ、学校に行く意義が感じられない、友人関係・教職員との関係の悩み等か

ら、不登校の児童生徒が年々増加しています。児童生徒が安心して学ぶことができる多様な学

びの場づくりが必要です。 

○　自分の良さを自覚できる場面や人の役に立ったと実感できる場面が不足しており、自己肯定

感が低い児童生徒が一定数います。児童生徒が自分の良さや人の役に立っていることを実感で

きる場をつくることが必要です。 

○　運動の楽しさを見いだせない児童生徒が一定数おり、外遊びや部活動で運動に親しむ児童生

徒が減少しています。児童生徒が生涯にわたって、運動に親しむための基盤づくりが必要です。 

○　少子化により公立小・中学校の児童・生徒数が減少する中で、「三原市立小中学校適正配置第

1期実施計画」に基づき、適正配置実施後、新たに複式学級となることが見込まれるなど、適正

配置の実施が必要となる場合には、第 2 期実施計画を策定し、学校規模の適正化を図ることと

しています。また、就学前教育の充実を図るため、「第 4期三原市幼稚園・保育所等適正配置実

施計画」に基づき、幼稚園・保育所などの適正配置を進めています。 

表　小学校・中学校の状況 

 

出典：広島県教育委員会「公立学校基本数」 
 (注)各年 5月 1日現在 

 公立小学校

 学校数(校) 児童数(人) 1 校当たり児童数(人)

 令和 3 

(2021) 

年

令和 5 

(2023) 

年

令和 7 

(2025)

年

令和 3 

(2021) 

年

令和 5 

(2023) 

年

令和 7 

(2025)

年

令和 3 

(2021) 

年

令和 5 

(2023) 

年

令和 7 

(2025)

年

 広島県 459 451 441 144,575 138,847 131,584 315 308 298

 三原市

全体
20 20 20 4,236 3,994 3,618 212 200 181

 久井町 1 1 1 204 166 168 204 166 168

 大和町 1 1 1 192 176 137 192 176 137

 公立中学校

 学校数(校) 児童数(人) 1 校当たり児童数(人)

 令和 3 

(2021) 

年

令和 5 

(2023) 

年

令和 7 

(2025)

年

令和 3 

(2021) 

年

令和 5 

(2023) 

年

令和 7 

(2025)

年

令和 3 

(2021) 

年

令和 5 

(2023) 

年

令和 7 

(2025)

年

 広島県 233 228 225 66,489 65,999 64,842 285 289 288

 三原市

全体
10 10 10 2,072 2,089 2,016 207 209 202

 久井町 1 1 1 82 108 85 82 108 85

 大和町 1 1 1 87 96 90 87 96 90
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イ　生涯学習、社会教育の振興 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　心の豊かさが求められる時代の中で、生きがいや自己実現につながる学習活動へのニーズが

高まっており、こうしたニーズに対応していくため「いつでも・どこでも・だれでも」学べる環

境を充実し、学習成果を個人の成長や生活の向上、さらには、まちづくりに活かせるように支援

していくことが必要となっています。 

○　文化ホールとして、三原市芸術文化センター、三原リージョンプラザ、本郷生涯学習セン 

ター、くい文化センター、大和文化センターを整備しており、今後も、子どもたちや地域住民

が優れた文化芸術に触れる機会の充実を図るとともに、利用しやすい環境づくりを行う必要が

あります。 

○　図書館は、中央図書館、本郷図書館、久井図書館、大和図書館が立地しており、人口当たりの

蔵書冊数は、市全体で全県水準を上回るものとなっています。今後、更に、利用者の多様なニー

ズに応じたサービスの提供、資料の計画的な収集、相談機能の充実が求められています。 

○　スポーツ施設として、三原リージョンプラザ、武道館、三原運動公園、久井運動公園、白竜湖

スポーツ村公園などが立地していますが、地域スポーツの振興を図るため、住民の活動参加機

会を充実するとともに、施設の整備・充実を進めていく必要があります。 

○　青少年教育施設として、宇根山家族旅行村があります。青少年の健全な育成を図るため、自然

体験や宿泊体験の場・機会を提供する必要があります。 

 

(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　久井地域・大和地域においては、文化施設として、くい文化センター、大和文化センター、

久井図書館、大和図書館が立地しており、今後も、住民にとって利用しやすく、また、有効に

活用されるよう、運営面の充実を図っていく必要があります。 

○　地域活動の拠点施設である公民館・コミュニティセンターにおいては、運営委員会と生涯学

習相談員の連携により、生涯学習発表会や作品展示、体験教室・講座などを開催しています。今

後は、地域課題の解決に向けた、自主的な活動の振興を図る拠点として学習相談などの推進を

図る必要があります。また、施設の老朽化が進み、計画的な大規模改修が必要です。 

○　スポーツ施設については、久井地域では久井運動公園や江木・吉田スポーツ広場、大和地域に

は白竜湖スポーツ村公園や大和スポーツ広場があり、地域住民による生涯スポーツ活動の振興

とともに、地域住民の交流の場としての役割も果たしていますが、施設全体の有効活用が課題

となっています。 

○　青少年教育施設については、宇根山家族旅行村があり、貴重な自然体験や宿泊体験の場・機会

を提供するため、施設・設備の充実を図っていく必要があります。 
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表　久井地域・大和地域の文化ホール、図書館、博物館、スポーツ施設、青少年教育施設 

（文化ホール） 

（図書館） 

（博物館・博物館相当施設及びその他の展示施設） 

（スポーツ施設） 

（青少年教育施設） 

 
 
 
 
 
 

 
施設名 所在地 建設年月

延床面積　　　

（㎡）

ホール

座席数
付属施設等

 くい文化センター 久井町 平成 16(2004)年 5 月 1,805 308

 
大和文化センター 大和町 平成元(1989)年 10月 1,367 353

研修室、視聴覚

室、和室

 
施設名 所在地 開館年月

延床面積　　　

（㎡）

蔵書数　　　

（冊）

 久井図書館 久井町 平成 16(2004)年 7 月 304 42,529

 大和図書館 大和町 平成２(1990)年 6 月 131 34,486

 
施設名 所在地 開館年月

　規模

（㎡）
所蔵内容

 
久井歴史民俗資料館 久井町 平成 29(2017)年 4 月 715

節句泥人形、農具、生活用具、

のぞきからくり等

 施設名 所在地 施設の内容

 

久井運動公園 久井町

テニスコート（5面）、ゲートボール場（4面） 

Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育館：アリーナ 726 ㎡） プール（25ｍ・

幼児用）、自由広場（19,000 ㎡）

 江木スポーツ広場 久井町 運動場（16,033 ㎡）

 吉田スポーツ広場 久井町 運動場（5,402 ㎡）

 
白竜湖スポーツ村公

園
大和町

白竜ドーム（体育館：アリーナ 1,381 ㎡、柔剣道場 265 ㎡）、野

球場（11,322 ㎡）総合運動場（21,296 ㎡）、テニスコート（4 面）、

フットサルコート（2 面）

 大和スポーツ広場 大和町 運動場（13,260 ㎡）

 施設名 所在地 施設の内容

 

宇根山家族旅行村 久井町

キャンプ場（オートキャンプサイト（34 区画）、ビックオートキ

ャンプサイト（2区画）、バーベキューサイト（10 区画）、フリー

サイト）、宇根山天文台（プラネタリウム室、観望室、研修室）



-  -57 

（２）その対策 

ア　学校教育の充実 

(三原市全体の施策展開方針) 

○　児童・生徒の学ぶ力を育むため、授業を改善するとともに、指導体制の充実を図ります。 

○　地域や社会へ貢献しようとする態度や自己肯定感を育むため、特別活動や地域貢献活動の充

実を図ります。 

　　○　生涯にわたって運動に親しもうとする児童生徒を育むため、運動の楽しさを実感するきっか

けとなる環境の充実を図ります。 

○　教育の情報化に対応したＩＣＴ機器の整備や更新を行い、必要な学校教材を整備します。 

○　小中学校の空調施設整備を行うとともに、それぞれに応じた適正な学校・学級編成の実現に

向けた適正配置を進めます。 

○　学校で使われる教材は、子どもたちの教育効果を高め、児童・生徒の基礎的・基本的な学習

理解を助けるうえで重要であり、教材整備指針を踏まえた教材整備を進めます。 

○　築 20 年以上経過した学校教育施設（共同調理場を含む。）が多く、経年劣化対策を進めま

す。 

○　発達段階に即した継続的・効果的な学習や、社会性の育成や人間関係づくりに効果のある幼

小中連携教育に取り組み、教育環境・教育内容の充実を図ります。 

 

 (久井地域・大和地域における対策) 

○　地域や社会へ貢献しようとする態度や自己肯定感を育むため、地域の特性を活かした体験学

習や地域貢献活動を充実させます。また、地域企業や農林業関係者と連携した取組の充実を図

ります。 

○　小中学校における空調施設整備及び経年劣化対策に取り組みます。 

 

　　　【目標】 

 

 

 

 項目 現状値 目標値

 
「自分にはよいところが

ありますか」に肯定的回

答をした児童生徒の割合

小学校　84.8％ 

中学校　82.2％ 

（令和6年度）

小学校　85％ 

中学校　85％ 

（令和12年度）

 
「地域や社会をよくする

ために何かしてみたいと

思いますか」に肯定的回

答をした児童生徒の割合

小学校　83.3％ 

中学校　76.3％ 

（令和6年度）

小学校　85％ 

中学校　81％ 

（令和12年度）

 
学校施設長寿命化計画の

個別計画の進捗率
24％（令和6年度） 92％（令和12年度）
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イ　生涯学習、社会教育の振興 

(三原市全体の施策展開方針) 

○　住民一人ひとりが、生涯にわたって「いつでも、どこでも、だれでも」自発的に学習を行うこ

とができるよう、学習拠点などの施設整備及び指導者やコーディネーターの育成・確保などに

より、生涯学習を推進するシステムづくりを図るとともに、多様な学習機会と学習の成果が活

かされる場の提供及び学習意欲の喚起に努めます。 

○　また、住民が健やかな生活を送ることができるよう、スポーツ施設の整備・充実を図るととも

に、生涯にわたって気軽にスポーツにふれ親しむことができる機会の確保と生涯スポーツを推

進するシステムづくりに努めます。 

 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　住民の多様な学習ニーズに対応するため、公民館・コミセンだより、ホームページ、学習発表

会・作品展示会などを通じて、生涯学習に関する情報提供に努め、学習意欲の喚起を図ります。 

○　生涯学習活動やスポーツ活動にかかわる指導者の養成、確保を図るとともに、自主グループ

活動に取り組む社会教育関係団体の学習活動の支援、総合型地域スポーツクラブの育成・支援

及びスポーツ団体の活動支援を行い、自主活動を促進します。　 

○　定年退職後のチャレンジ精神を活かせるよう、体験型連続講座の開催に努めます。 

○　文化施設、スポーツ施設、集会施設、青少年教育施設などについては、 これまでの整備状況

を踏まえながら、引き続き整備充実を図るとともに、既存施設を活用し、広域的なネットワーク

化による効率的な利用促進を図ります。また、不要となった施設は、安全面を考慮し、解体しま

す。 

○　学校体育施設やコミュニティセンター屋内運動場の開放などにより、地域住民の身近な学

習・スポーツ活動の場として、利用促進を図ります。 

　 

　　　【目標】 

 

（３）計画 

事業計画（令和 8 年度～12 年度） 

 項目 現状値 目標値

 生涯学習施設の利用者

数
350,074 人（令和 5年度） 336,000 人（令和 12 年度）

 公共スポーツ施設の利

用者数
412,362 人（令和 5年度） 422,000 人（令和 12 年度）

 持続的発展 

施策区分

事業名 

（施設名）
事業内容

事業 

主体
備考

 ８　教育の振興 (1)学校教育関

連施設

 　校舎 小中学校校舎整備事業 三原市

 (3)集会施設、

体育施設等

 　公民館 公民館整備事業 三原市

 　集会施設 コミュニティセンター整備事業 三原市
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集会施設整備事業 三原市

 体育施設 社会体育施設整備事業 三原市

 その他 青少年教育施設整備事業 三原市

 文化センター整備事業  三原市

 (4)過疎地域持

続的発展特別

事業　

 　生涯学習・ス

ポーツ

社会体育施設長寿命化計画策定

事業 
【事業内容】 
・社会体育施設の長寿命化に関

する計画を策定する 
【事業の必要性】 
・施設の安全性及び機能性を長

期間確保するため、施設の改修計

画を策定する必要がある 
【事業効果】 
・長寿命化計画に沿って改修等

を行うことで、安全な施設環境を

整備することができる 
 
社会体育施設整備事業 
【事業内容】 
・社会体育施設の適切な改修、修

繕等を実施する 
【事業の必要性】 
・利用者が安全・安心に利用でき

る施設にするために必要である 
【事業効果】 
・社会体育活動の拠点として、環

境を整えることで、安全性や機能

性の向上が図られ、利用者の増加

が期待できる

三原市

 　その他 旧教育施設等解体事業 

【事業内容】 

・廃止となった施設（校舎、体育

館、プール、公民館、青少年教育

施設など）の解体撤去工事を行う 

【事業の必要性】 

・廃止となり、施設の劣化が著

しい状況にある。また、怪我や事

故などが起こりうる可能性があ

るため、施設を解体し安全管理

三原市
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 に努める必要がある 

【事業効果】 

・施設を解体撤去することで、

安全な環境を整備することがで

きる 
 
指導力向上事業 
【事業内容】 
・授業改善・指導力向上により、

児童・生徒の学ぶ力を育成する

ための学習環境を整備する 
【事業の必要性】 
・魅力ある教育活動の実施、指

導体制や指導方法の工夫改善を

行うために必要である 
【事業効果】 
・教員の授業力向上及び児童生

徒の学力向上 
 
郷土愛醸成事業 
【事業内容】 
・特別活動や地域貢献活動の取

組を支援する 
【事業の必要性】 
・児童・生徒の自己肯定感や社

会に貢献しようとする態度を育

成するために必要である 
【事業効果】 
・児童・生徒の自己肯定感や地

域や社会へ貢献しようとする態

度の育成 
 
体力向上事業 
【事業内容】 
・運動の楽しさを実感できる環

境を整備する 
【事業の必要性】 
・体力向上の基盤となる運動へ

の意欲を育成するために必要で

ある 
【事業効果】 
・児童・生徒運動への意欲と生

涯にわたって運動に親しもうと

する態度を育成 
 
青少年教育施設整備事業 
【事業内容】 
・青少年教育施設の適切な改

修、修繕等を実施する 
【事業の必要性】 
・利用者が安全・安心に利用で

きる施設にするために必要であ

る 
【事業効果】 
・青少年教育施設の拠点とし
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

　　　「三原市公共施設等総合管理計画」で定める各施設類型別の基本的な方針などに基づき、整合性

を図りながら、公共施設の管理などを行います。 

 

 て、学習環境を整えることで、安

全性や機能性の向上が図られ、利

用者の増加が期待できる
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１１　集落の整備 

 

（１）現況と問題点 

(三原市全体における現況と問題点) 

○　住民組織は、活動の担い手や会員の減少、活動資金の不足など、様々な問題に直面していま

す。 

○　多様化する住民ニーズに対して、地域の実情を踏まえたきめ細かな対応を行っていくために

は、住民相互が協力し、自らが考え、行動する主体的な地域づくりを支援していく必要がありま

す。 

 

(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　久井地域・大和地域においては、人口減少や高齢化が進行したことにより、地域運営の担い手

不足が深刻化し、住民組織による地域活動の衰退が懸念されるとともに、構成員の減少に伴う

収入の減少によって活動資金の不足が生じています。 

○　地域運営の担い手が高齢化、減少する中で、地域を維持し、身近な課題への対応や魅力ある地

域づくりに取り組むためには、住民相互が協力し、自ら考え、行動する住民主体の地域づくりが

求められています。 

 

（２）その対策 

(三原市全体の施策展開方針) 

　　○　地域づくり活動の担い手である住民組織の活動活発化のため、組織づくりや基盤強化のため

の支援を行うとともに、住民主体のまちづくりを推進するため、地域と行政が連携し、地域を運

営する取組を進めます。 

 

(久井地域・大和地域における対策) 

○　集落機能の維持強化のため、地域課題の解決や地域の活性化などに取り組む住民組織に対し

て補助金の交付や活動の支援を行います。 

○　住民主体の地域づくりに取り組む住民組織に対し、その基本となる「地域ビジョン」の策定

や計画などに基づく活動を支援します。 

 

　　　【目標】 

 

 

 

 

 項目 現状値 目標値

 
地域の活動が活発化し

ていると感じる住民組

織（活動中核組織）の割

合

30％（令和 5 年度） 80％（令和 12 年度）
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（３）計画 

事業計画（令和 8 年度～12 年度） 

 持続的発展 

施策区分

事業名 

（施設名）
事業内容

事業 

主体
備考

 ９　集落の整備 (2)過疎地域持

続的発展特別

事業

 　集落整備 住民組織活動補助事業 
【事業内容】 
・地域活性化に取り組む住民組

織への補助を行う 
【事業の必要性】 
・地域活動の維持・活性化を図

るとともに、住民自らが考え行

動する住民主体の地域づくりを

図る 
【事業効果】 
・自らの地域課題を把握し解決

する組織の育成に繋がる 
・中山間地域の特徴を活かした

地域づくりの推進 

・多様な担い手による持続可能

な地域づくりの推進 

 
コミュニティビジネス支援事業 
【事業内容】 
・住民組織に対し、地域資源を

活用し、新たな産業などを創出

することで、地域課題の解決を

図るとともに地域の活性化を

促進するための支援を行う 
【事業の必要性】 
・地域活動の維持・活性化を図

るとともに、住民自らが考え行

動する住民主体の地域づくりを

図る 
【事業効果】 
・持続可能な地域課題の解決な

どにつなげる

住民組織

 地域経営推進事業 
【事業内容】 
・地域と行政が連携して、地域

を運営するため、「地域ビジョ

ン」の策定や計画に基づく活動

の実践を支援する 
【事業の必要性】 
・地域活動の維持・活性化を図

るとともに、住民自らが考え行

動する住民主体の地域づくりを

推進する 
【事業効果】 
・ビジョンに基づく計画的な取

組が実施される 
・多様な担い手による持続可能

三原市
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

「三原市公共施設等総合管理計画」で定める各施設類型別の基本的な方針などに基づき、整合性を図

りながら、公共施設の管理などを行います。

 な地域づくりを推進する 
 
地域支援員活用事業 
【事業内容】 
・地域での話合いの促進や連携

体制づくり、地域の維持・活性

化の活動を行うため、地域の実

情に詳しい者を地域支援員とし

て配置する 
【事業の必要性】 
・人口減少と高齢化が進行する

過疎地域の集落を維持するため 
【事業効果】 

・集落の維持・活性化が図られる
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１２　地域文化の振興等 

 

（１）現況と問題点 

    (三原市全体における現況と問題点) 

　　○　文化・芸術を楽しみ、活動に取り組む機会と場があると感じる市民の割合が減っています。 

○　歴史文化に関心を持つ人や団体が交流できる場や機会が少ないことにより、その関心の継続

や新しい活動の展開ができていません。 

　　 

(久井地域・大和地域における現況と問題点) 

○　久井地域は 1,300 年の歴史がある牛市が栄え、国選択無形民俗文化財「久井稲生神社の御当」、

県無形民俗文化財「稲生神社のぎおん祭りのおどり」、県有形民俗文化財「久井町の節句どろ人

形」など多くの指定文化財を有しています。 

○　また、天然記念物「久井岩海」や「節句どろ人形」300 体を収集している久井歴史民俗資料館

には、近世から現代までの生活用具や農耕器具など、約 3,400 点に及ぶ民俗資料を収蔵・展示

しています。 

○　大和地域では、大和文化センターの拠点施設を中心に、神田公民館、大草公民館、椹梨公民

館などにおいても、住民の芸術・文化の鑑賞や発表の場を確保しており、その有効活用を一層

図りながら、住民が気軽に芸術・文化活動を楽しめる機会を拡充していく必要があります。 

○　また、指定文化財が 37 件あり、県指定「木造二十八部衆立像」を所蔵する鎌倉時代創建の

棲真寺では、毎年 4 月の棲真寺まつりの開催を通して多くの来場者に親しまれています。 

○　白竜湖畔で行われていた花火大会は、山に囲まれた地形のため音が反響し迫力ある花火であ

ったことから、県内外を問わず多くの見物客で賑わい、地元住民もお盆の一大イベントとして

楽しまれてきました。平成 16(2004)年の大会でいったん中止となりましたが、合併 10 周年にあ

たる平成 27(2015)年に花火大会が再開され、以前の賑わいを取り戻すためには、継続していく

ことが必要です。 

○　久井地域や大和地域にはこうした歴史・文化資源が多数残されており、これらの文化財や民

俗文化財は単に保存伝承するだけでなく、郷土の誇りとして、郷土教育の材料や郷土文化の育

成、コミュニティ活動のシンボルとして積極的に活用していく必要があります。 

 

（２）その対策 

(三原市全体の施策展開方針) 

○　住民が文化芸術の鑑賞・発表を楽しむことができるよう、文化施設の整備、絵画や音楽などを

鑑賞・発表・体験する機会を提供します。 

○　また、住民の地域への誇りと愛着を醸成するため、文化財の調査・保護に努めるとともに、ま

ちづくりの貴重な資源として、その継承・活用や文化財のデジタル化について推進します。 

○　令和 5(2023)年 12 月に文化庁の認定を受けた「三原市文化財保存活用地域計画（計画期間：

令和 6 年～令和 16 年）」に基づき、文化財を含むみはら資源を「まもる」「いかす」「ささえ

る」取組を進めます。 
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 (久井地域・大和地域における対策) 

○　地域に根づく郷土芸能や伝統技術の伝承・振興や後継者育成、久井歴史民俗資料館を活用し

た史跡、遺跡、天然記念物などの文化財の保存・活用などを図るとともに、特色ある各種イベン

トなどを実施し、地域固有の文化の振興に努めます。 

○　様々な文化芸術を体験する機会や鑑賞、発表の場の提供により、文化芸術の振興を図ります。 

○　文化施設の運営や施設における文化事業実施に当たって、地域住民の参画を促進するなど、

地域の交流拠点としての機能強化を図ります。 

○　各地域で営まれている盆行事や秋祭りなどのイベントや伝統行事は、その地域の文化であり、

地域コミュニティを維持しながら継承していくことが大切であるため、そのための支援を行い

ます。 

○　久井岩海は、学術上大変貴重なものであり、通年見学者が訪れており、地元ＮＰＯ法人と連携

した保存活用を進めます。 

 

　　　【目標】 

 

（３）計画 

事業計画（令和 8 年度～12 年度） 

 項目 現状値 目標値

 発表機会（三原市美術展

覧会・市民音楽祭）の参

加者数

568 人（令和 5 年度） 551 人 (令和 12 年度)

 みはら資源を保存活用

を行っている活動団体

数

31 団体（令和 5年度）
31 団体（団体数維持）(令和 12

年度)

 持続的発展 

施策区分

事業名 

（施設名）
事業内容

事業 

主体
備考

 10　地域文化の

振興等

(1)地域文化振

興施設等

 　その他 久井岩海保存整備事業（再掲） 三原市

 (2)過疎地域持

続的発展特別

事業

 　地域文化振

興

イベント支援補助事業 

【事業内容】 

・特色ある地域イベントの実施

を支援する 

【事業の必要性】 

・地域の文化継承や地域内の世

代間交流、他地域からの観光客

を集客する 

【事業効果】 

・地域住民が積極的に参画する

ことにより、地域の文化継承や

地域コミュニティの活性化が図

られる

実行委員

会など
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

　　　「三原市公共施設等総合管理計画」で定める各施設類型別の基本的な方針などに基づき、整合性

を図りながら、公共施設の管理などを行います。 

 

 ・郷土愛が高まり、移住・定住

の促進と地域への関心が高まる 

 

椋梨城跡保存整備事業 

【事業内容】 

・市指定文化財である椋梨城跡

の活用のため、保存整備を行う 

【事業の必要性】 

・地域の宝である文化財を守

り、活かし、未来へ継承する必

要がある 

【事業効果】 

・郷土愛が高まり、地域の宝を

支える意識の向上が見込める 

 

文化財保存修理事業補助 

【事業内容】 

・市指定文化財保存修理への補

助を行う 

【事業の必要性】 

・文化財を守り、活かし、未来

へ伝える必要がある 

【事業効果】 

・文化財を支える意識の向上が

見込める 

・修理を行った文化財を、地域コ

ミュニティの核として活かす
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１３　再生可能エネルギーの利用の推進 

 

（１）現況と問題点 

(三原市全体における現況と問題点) 

　　○　令和 6(2024)年 10 月に策定した「三原市地球温暖化対策実行計画」に基づき、地域特性を生

かした再生可能エネルギーの導入に向けた取組を推進しています。 

　　○　市内の再生可能エネルギー発電設備は、主に太陽光発電で、年々増加していますが、2050 年

度ゼロカーボンの実現に向けては、市民や事業者に対して、導入を支援し、普及拡大を図る必要

があります。 

○　市内の公共施設に太陽光パネルを設置し、再生可能エネルギーの発電に取り組んでいますが、

設置できる場所には制約があり、発電量が少ない状況にあります。ペロブスカイト等の軽量で

フレキシブル、高効率な太陽光発電の開発が進められており、これら新技術の活用も検討する

必要があります。 

○　地球温暖化の一因である温室効果ガスなどの増加により起こる気候変動などの対策として、

省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの利用促進が求められており、持続可能な社会を形

成していくため、これらの情報提供や普及促進に取り組む必要があります。 

 

（久井地域・大和地域における現況と問題点） 

　　○　排出された林地残材などを地域資源として活用することにより、木材流通を通じた地域経済

の活性化を図るなど、木質バイオマス利用技術の活用について検討する必要があります。 

　　○　太陽光パネルを未設置の公共施設があり、再生可能エネルギー利用設備の設置を検討する必

要があります。 

 

（２）その対策 

(三原市全体の施策展開方針) 

　　○　令和 6（2024）年度から太陽光発電設備及び蓄電池等の設置者に補助金の交付を行っており、

市民及び事業者への再生可能エネルギー設備の導入を支援していきます。 

　　○　太陽光発電設備などの再生エネルギー設備を公共施設に率先的に導入し、その導入効果を情

報発信することによって、市民・事業者への普及拡大を図ります。 

　　○　市民、事業者へは、再生可能エネルギー導入に対する国・県などの助成制度などの情報を提供

し、普及に向けた取組を推進します。 

　　　　 

　 （久井地域・大和地域における対策） 

○ 地域特性を活かした太陽光など、再生可能エネルギーの利活用の拡大に向けた取組の推進及

び情報提供を行います。 
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　　　【目標】 

 

（３）計画 

事業計画（令和 8 年度～12 年度） 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

「三原市公共施設等総合管理計画」の施設類型別の基本的な方針に基づき、整合性を図りなが

ら、公共施設などの管理を行います。 

 

 項目 現状値 目標値

 市内全域の太陽光発電設

備の設備容量（ただし、

FIT/FIP 制度の認定設備

に限る。）

120MW（令和 4 年度） 440MW（令和 16 年度）

 公共施設等の太陽光発電

設備の設備容量
131kW（令和 5 年度） 335kW（令和 16 年度）

 持続的発展 

施策区分

事業名 

（施設名）
事業内容

事業 

主体
備考

 11　再生可能エ

ネルギーの利用

の推進

(1)再生可能エ

ネルギー利用

施設
 脱炭素社会推進事業 三原市

 (2)過疎地域持

続的発展特別

事業

 　再生可能エ

ネルギー利用
脱炭素社会推進事業

設備設置

者
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１４　その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

 

（１）現況と問題点 

ア　男女共同参画 

○　久井地域・大和地域においては、農業を基幹産業として発展してきましたが、農村地域の人口

減少や高齢化により、担い手が減少し、男女ともに農作業の負担が増えており、経営方針や役割

分担を明確にしていく必要があります。 

 

イ　多文化共生のまちづくり 

○　久井地域・大和地域においては、外国籍市民が増加傾向にあり、今後も増加することが予想さ

れます。 

○　外国籍市民の中には母国語以外でコミュニケーションがとれず、日本の文化や生活ルールを

正しく理解できなかったり、災害に関する情報を得られなかったりする人がおり、地域生活で

困り事が生じることがあります。 

○　日本人市民にとって日本以外の文化を知る機会が十分ではないため、日本とは異なる文化や

価値観を尊重する意識が養われておらず、外国籍市民に対する差別意識を持つ人がいます。 

 

ウ　基金の積立 

○　将来にわたる過疎地域の持続的発展に向けて、安全・安心な環境の整備、交通手段の確保が必

要であり、その継続性を確保するために長期的かつ安定的な財源を確保する必要があります。 

 

（２）その対策 

ア　男女共同参画 

○　男女が対等なパートナーとして、互いに協力して農作業の分担だけでなく、農業経営へ参画

できる環境となるよう啓発に努めます。 

 

イ　多文化共生のまちづくり 

○　外国籍市民が地域で生活しやすいよう、言葉の壁を取り払う取組や困り事の解決に向けたサ

ポートをします。 

○　外国籍市民と日本人市民が文化や価値観の違いを互いに尊重する意識を醸成します。 

 

ウ　基金の積立 

○　将来の過疎地域持続的発展特別事業（ソフト事業）に要する経費の財源とするための基金は、

過疎計画期間中又は過疎法失効後、必要に応じて処分し、事業に充てることとします。 
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　　　【目標】 

 

（３）計画 

事業計画（令和 8 年度～12 年度） 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

「三原市公共施設等総合管理計画」の施設類型別の基本的な方針に基づき、整合性を図りなが

ら、公共施設などの管理を行います。 

 項目 現状値 目標値

 異文化理解の催しに参

加した外国籍市民と日

本人市民の数

384 人（令和 5 年度） 540 人（令和 12 年度）

 
市の相談窓口で困り事

が解決した割合
100％（令和 5 年度） 100％（令和 12 年度）

 持続的発展 

施策区分

事業名 

（施設名）
事業内容

事業 

主体
備考

 12　その他地域

の持続的発展に

関し必要な事項

過疎地域持続

的発展特別事

業

過疎地域持続的発展事業のため

の基金積立 
【事業内容】 
・公共施設の解体に係る基金積

立 
・地域コミュニティ交通の運行

及び生活交通路線の維持に係る

基金積立 

【事業の必要性】 

・公共施設等総合管理計画等に

基づき廃止する公共施設の解

体経費の財源確保のため 

・住民のニーズに対応した地域

の交通手段の確保及び日常生

活に必要なバス路線網の確保

に要する経費の財源確保のた

め 

【事業効果】 

・将来にわたり、安全・安心に暮

らすことのできる地域社会の実

現を図る 
・将来にわたり、利便性が高く持

続可能な地域公共交通の維持・

充実を図る

三原市 当 該 施

策は、地

域 の 持

続 的 発

展 に 資

す る も

の で あ

り、その

効 果 は

将 来 に

及 ぶ も

の で あ

る。
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事業計画（令和 8年度～12 年度）　過疎地域持続的発展特別事業分 

 

 持続的発展 

施策区分

事業名 

（施設名）
事業内容

事業 

主体
備考

 

１　移住・定住・地

域間交流の促進、人

材育成

過疎地域持続的発展

特別事業
当該施策は、地域の持

続的発展に資するもの

であり、その効果は将

来に及ぶものである。

 　移住・定住 移住定住支援事業 

関係人口創出事業 

地域おこし協力隊活用事業 

移住定住促進事業 

空き家バンク事業

三原市

 

２　産業の振興

過疎地域持続的発展

特別事業

当該施策は、地域の持

続的発展に資するもの

であり、その効果は将

来に及ぶものである。

 　第 1 次産業 農産物等の生産振興事業 

日本型直接支払制度 

林業振興事業 

畜産振興事業

三原市

 　観光 白竜湖親水公園活用事業 三原市

 　その他 旧産業施設等解体事業 三原市

 

３　地域における情

報化

過疎地域持続的発展

特別事業
当該施策は、地域の持

続的発展に資するもの

であり、その効果は将

来に及ぶものである。

 　情報化 情報高度化対策事業 三原市

 

４　交通施設の整

備、交通手段の確保

の促進

過疎地域持続的発展

特別事業
当該施策は、地域の持

続的発展に資するもの

であり、その効果は将

来に及ぶものである。

 　公共交通 地域コミュニティ交通推進事

業

三原市、 

住民組織

など

 生活交通バス路線運行事業 バス事業

者など

 

５　生活環境の整備

過疎地域持続的発展

特別事業 当該施策は、地域の持

続的発展に資するもの

であり、その効果は将

来に及ぶものである。

 　環境 不燃物処理工場解体事業 三原広域

市町村圏

事務組合

 　防災・防犯 防犯灯維持管理事業 三原市

 　その他 旧生活環境施設等解体事業 三原市

 

６　子育て環境の確

保、高齢者等の保健

及び福祉の向上及び

増進

過疎地域持続的発展

特別事業
当該施策は、地域の持

続的発展に資するもの

であり、その効果は将

来に及ぶものである。

 　高齢者・障害者福祉 保健福祉センター整備事業 三原市

 その他 旧保健福祉施設等解体事業

 

７　医療の確保

過疎地域持続的発展

特別事業
当該施策は、地域の持

続的発展に資するもの

であり、その効果は将

来に及ぶものである。

 　民間病院 救急医療体制整備事業 医師会
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８　教育の振興

過疎地域持続的発展

特別事業

当該施策は、地域の持

続的発展に資するもの

であり、その効果は将

来に及ぶものである。

 　生涯学習・スポーツ 社会体育施設長寿命化計画策

定事業 

社会体育施設整備事業

三原市

 その他 旧教育施設等解体事業 

指導力向上事業 
郷土愛醸成事業 
体力向上事業 
青少年教育施設整備事業

三原市

 

９　集落の整備

過疎地域持続的発展

特別事業
当該施策は、地域の持

続的発展に資するもの

であり、その効果は将

来に及ぶものである。

 　集落整備 住民組織活動補助事業 

コミュニティビジネス支援事

業

住民組織

 地域経営推進事業 

地域支援員活用事業

三原市

 

10　地域文化の振興

等

過疎地域持続的発展

特別事業 当該施策は、地域の持

続的発展に資するもの

であり、その効果は将

来に及ぶものである。

 　地域文化振興 イベント支援補助事業 

椋梨城跡保存整備事業 

文化財保存修理事業補助

実行委員

会など

 

11　再生可能エネル

ギーの利用の推進

過疎地域持続的発展

特別事業
当該施策は、地域の持

続的発展に資するもの

であり、その効果は将

来に及ぶものである。

 　再生可能エネルギ

ー利用
脱炭素社会推進事業 設備設置

者

 
12　その他地域の持

続的発展に関し必要

な事項

過疎地域持続的発展

特別事業
過疎地域持続的発展事業のた

めの基金積立

三原市 当該施策は、地域の持

続的発展に資するもの

であり、その効果は将

来に及ぶものである。


